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　11月25日に堀之内地区の東部グラウンドにおいて、震災復興村営住宅の竣工式が
行われました。当日は阿部知事をはじめとして、これから入居される住民の方々など多
くの関係者が出席し、神城断層地震からの復興の一つの節目として新たなスタートの一
日を切ることができました。
　式典では、下川村長から入居者の方々に住宅の鍵の受け渡しが行われ、本格的な冬を
迎える前に入居が開始となりました。震災復興村営住宅は堀之内地区のほかに三日市場
地区、白馬町地区に全10棟18戸が完成しました。



～震災から二年を迎えて～
　平成26年11月22日に発生した長野県神城断層地震から二年が経過しました。

復旧復興の取り組みを進めてきた中で、白馬村は「地域の絆」による防災・減災の

モデルとなり、全国各地から視察に訪れていただいており、村民が一体となって乗り

切った震災対応には一定の評価をいただき、大変誇りに感じております。

　この二年間、国や長野県、そして全国、世界中の方々や企業、団体などの皆様か

ら、見舞金や義援金、救援物資の提供、人員の派遣など、温かいご支援をいただい

たこと、村内外のボランティアの皆様から大きなお力添えをいただきましたこと、改め

て心から厚く御礼申し上げます。

　そして、11月25日には今年の5月から建設を進めてまいりました震災復興村営住

宅が竣工となり、震災復興の大きな一つの節目を迎えることができました。

　被災されて仮設住宅に入居されていた方や村外に避難されていた方は順次入

居を始め、以前の生活を取り戻しつつあります。また、本格的な冬を迎える前にこう

して早期竣工が実現し、関係者の方々には深く感謝を申し上げます。

　本村は今年で村制施行60周年という節目を迎え、神城断層地震を経験した記憶と、

そこから得た教訓を風化させないために震災記録誌とDVDを制作いたしました。

　今後は、震災以前よりも増して活気にあふれた白馬村を目指して取り組んでまい

りますので、村民の皆様にはより一層のご理解とご協力を賜りますようお願い申し

上げます。

平成28年12月19日

白馬村長　下川　正剛

　今年度の懇談会を11月8日～29日の期間で開催しました。理事者、各課長が出席し地域課題について懇談し
ました。内容については次号（1月号）に掲載します。

　白馬村では、平成5年に長野県景観条例に定める景観形成重点地域
に指定されたのを受け、独自に重点地域指導基準を設けており、景観
形成住民協定締結地区の推進をしております。白馬村にふさわしい魅
力的でオリジナリティーある色彩景観育成を目的として『まちづくり
環境色彩計画』を策定しました。
　この計画に基いて作成した冊子『もてなしのしつらえ』では、建築物
を計画されている事業者(施主)、設計・施工者、及び村民の方々に活用
いただけるよう、エリア別に特徴をまとめ、建物部位ごとの適する色
彩範囲、及びストリートファニチャー類の色彩を、「指定色」として取
りまとめています。
　また、一定規模以上の外観の変更や新たに建築物または工作物を建
築する際には長野県景観条例に基づく行為の届出が必要となります。
詳しくは行政ホームページまたは白馬村役場総務課企画係までお問
合せください。

お問合せ　白馬村役場総務課　電話：72-7002

お問合せ　白馬村役場総務課企画係　電話：72-7002

平成28年度地区役員懇談会について

　白馬村の景観形成～まちづくり環境色彩計画～

堀之内コミュニティセンターで行われた堀之内区と村との懇談会の様子

村内のエリアゾーニングマップ冊子『もてなしのしつらえ』
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清掃センターからのお知らせ
１．冬期特別受け入れについて

２．清掃センターからのお願い

　清掃センターでは、28年冬の観光シーズンに伴うごみの冬期特別受け入れを次のとおり行います。カレン
ダーを確認し、お間違えのないようお願いいたします。

お問合せ 白馬村役場住民課環境衛生係 電話：85-0715
 白馬山麓清掃センター 電話：72-3312

【受入期間及び時間】 ＜期　　間＞　　平成28年12月23日(金)から平成29年3月31日(金)まで
＜受入時間＞　　午前9時から午後4時まで

・ごみの分別・リサイクルにご協力お願いします。
・収集カレンダーまたはガイドブックに従って出して下さい。（特にリサイクル物）
・搬入時はシート掛けを行い、道路にごみを落とさないようにして下さい。
・村指定袋で搬入されても確認が出来ないため、料金は納めていただきますので ご注意下さい。
 （リサイクル物も料金は納めていただきます。）
・黒い袋は中身が確認出来ないので持ち込みはご遠慮下さい。
・シーズン中は大変混みますので、分別してから持ち込んで下さい。
 （個人の方で集積場のある地区の方は、集積場へお願いします。）
・清掃センターご利用の方は場内マナーを守って下さい。
・粗大ごみ・産業廃棄物は搬入できませんのでご注意下さい。（特に布団・毛布など）
・この他ご不明な点は清掃センターまでお問合せ下さい。

月 火 水 木 金 土日
平成29年1月

月 火 水 木 金 土日
平成28年12月
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平成28年度　村道除雪業務・凍結防止剤散布業務
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箇所名 受託者（落札者） 落札決定額
（税込） 入札参加者

神城　１工区 内山・東佐野地区 白馬陸運（株） 4,190,400 白馬陸運（株）
神城　２工区 佐野地区 長澤　右一 2,862,000 長澤　右一
神城　３工区 沢渡地区 姫川建設（株） 2,764,800 姫川建設（株）
神城　４工区 堀之内地区 （株）大糸 3,488,400 （株）大糸
神城　５工区 三日市場地区 （有）ダイトー工業 4,482,000 （有）ダイトー工業
神城　６工区 飯田地区（犬川端） （株）五竜 864,000 （株）五竜
神城　７工区 飯田地区 （株）大糸 10,378,800 （株）大糸
神城　８工区 飯森地区 白馬陸運（株） 9,579,600 白馬陸運（株）
神城　９工区 飯森地区（旧国道北側・飯森ゲレンデ線） （株）大糸 2,872,800 （株）大糸 
神城１０工区 名鉄地区 （有）田中建設 5,421,600 （有）田中建設
神城１１工区 単独路線・地区間を結ぶ路線（旧農道１号・通学路線） （株）大糸 3,412,800 （株）大糸
神城１２工区 歩道除雪路線南部地区 （有）ダイトー工業 1,598,400 （有）ダイトー工業
神城１３工区 凍結防止剤散布路線南部地区 （有）田中建設 3,682,800 （有）田中建設 /（有）東和
北城　１工区 深空地区 （株）大糸 4,698,000 （株）大糸
北城　２工区 みそら野地区 白馬綜合開発（株） 6,717,600 白馬綜合開発（株）
北城　３工区 みそら野地区（みそら野地区内指定路線） 白馬陸運（株） 3,067,200 白馬陸運（株）
北城　４工区 みそら野・瑞穂・エコーランド地区 （有）瑞穂サービス 9,687,600 （有）瑞穂サービス
北城　５工区 白馬町・八方口地区 （株）落田 4,147,200 （株）落田
北城　６工区 八方・和田野地区（真畔線・和田野地区内本線） 鈴木　孝 4,460,400 鈴木　孝
北城　７工区 八方・和田野地区（和田野地区東側） （有）田中建設 1,933,200 （有）田中建設
北城　８工区 八方・山麓地区 共和興業（株）白馬事業所 6,177,600 共和興業（株）白馬事業所
北城　９工区 八方地区（旧ジャンプ台線） 鈴木　孝 799,200 鈴木　孝
北城１０工区 大出地区 共和興業（株）白馬事業所 3,283,200 共和興業（株）白馬事業所
北城１１工区 蕨平地区 （株）白馬三津野 2,991,600 （株）白馬三津野
北城１２工区 嶺方地区 （株）白馬三津野 3,034,800 （株）白馬三津野
北城１３工区 森上・塩島・通地区 （有）吉田建設 4,741,200 （有）吉田建設
北城１４工区 どんぐり地区 （有）どんぐり 6,242,400 （有）どんぐり
北城１５工区 森上・野平地区 共和興業（株）白馬事業所 2,106,000 共和興業（株）白馬事業所
北城１６工区 野平地区 （株）大糸 2,343,600 （株）大糸

北城１７工区 立の間・青鬼地区 東亜ベンディングサービス 2,214,000 東亜ベンディングサービス /
共和興業（株）白馬事業所

北城１８工区 塩島地区 （有）塩島組 1,166,400 （有）塩島組
北城１９工区 森上・新田地区 共和興業（株）白馬事業所 3,250,800 共和興業（株）白馬事業所
北城２０工区 森上・新田・切久保地区 （株）落田 6,739,200 （株）落田
北城２１工区 落倉地区 共和興業（株）白馬事業所 9,525,600 共和興業（株）白馬事業所
北城２２工区 歩道除雪路線北部地区 白馬ソイル工業（株） 1,414,800 白馬ソイル工業（株）
北城２３工区 凍結防止剤散布路線北部地区 白馬ソイル工業（株） 4,125,600 白馬ソイル工業（株）
どんぐり地区 どんぐり地区凍結防止剤散布路線 （有）どんぐり 939,600 （有）どんぐり

北城２４工区 オリンピック道路・咲花線 金森建設（株）白馬事業所 1,371,600 金森建設（株）白馬事業所
北城２５工区 山麓線～オリンピック道路 （株）大糸 1,112,400 （株）大糸
北城２６工区 消防署前線・山麓線 （株）大糸 1,047,600 （株）大糸

みそら野地区内指定外路線（別荘地内管理道路） 白馬綜合開発（株） 648,000

白馬町、八方口地区の一部・ジャンプ台線・公共施設 白馬村直営

平成28年度　村道除雪業務・凍結防止剤散布業務
〔入札日 : 平成 28 年 10 月 31 日（月）〕

◆一般除雪路線 

◆準直営路線 　

◆随意契約路線（年間依託） 

◆直営路線 
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清掃センターからのお知らせ
１．冬期特別受け入れについて

２．清掃センターからのお願い

　清掃センターでは、28年冬の観光シーズンに伴うごみの冬期特別受け入れを次のとおり行います。カレン
ダーを確認し、お間違えのないようお願いいたします。

お問合せ 白馬村役場住民課環境衛生係 電話：85-0715
 白馬山麓清掃センター 電話：72-3312

【受入期間及び時間】 ＜期　　間＞　　平成28年12月23日(金)から平成29年3月31日(金)まで
＜受入時間＞　　午前9時から午後4時まで

・ごみの分別・リサイクルにご協力お願いします。
・収集カレンダーまたはガイドブックに従って出して下さい。（特にリサイクル物）
・搬入時はシート掛けを行い、道路にごみを落とさないようにして下さい。
・村指定袋で搬入されても確認が出来ないため、料金は納めていただきますので ご注意下さい。
 （リサイクル物も料金は納めていただきます。）
・黒い袋は中身が確認出来ないので持ち込みはご遠慮下さい。
・シーズン中は大変混みますので、分別してから持ち込んで下さい。
 （個人の方で集積場のある地区の方は、集積場へお願いします。）
・清掃センターご利用の方は場内マナーを守って下さい。
・粗大ごみ・産業廃棄物は搬入できませんのでご注意下さい。（特に布団・毛布など）
・この他ご不明な点は清掃センターまでお問合せ下さい。

月 火 水 木 金 土日
平成29年1月

月 火 水 木 金 土日
平成28年12月

月 火 水 木 金 土日
平成29年3月

月 火 水 木 金 土日
平成29年2月
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箇所名 受託者（落札者） 落札決定額
（税込） 入札参加者

神城　１工区 内山・東佐野地区 白馬陸運（株） 4,190,400 白馬陸運（株）
神城　２工区 佐野地区 長澤　右一 2,862,000 長澤　右一
神城　３工区 沢渡地区 姫川建設（株） 2,764,800 姫川建設（株）
神城　４工区 堀之内地区 （株）大糸 3,488,400 （株）大糸
神城　５工区 三日市場地区 （有）ダイトー工業 4,482,000 （有）ダイトー工業
神城　６工区 飯田地区（犬川端） （株）五竜 864,000 （株）五竜
神城　７工区 飯田地区 （株）大糸 10,378,800 （株）大糸
神城　８工区 飯森地区 白馬陸運（株） 9,579,600 白馬陸運（株）
神城　９工区 飯森地区（旧国道北側・飯森ゲレンデ線） （株）大糸 2,872,800 （株）大糸 
神城１０工区 名鉄地区 （有）田中建設 5,421,600 （有）田中建設
神城１１工区 単独路線・地区間を結ぶ路線（旧農道１号・通学路線） （株）大糸 3,412,800 （株）大糸
神城１２工区 歩道除雪路線南部地区 （有）ダイトー工業 1,598,400 （有）ダイトー工業
神城１３工区 凍結防止剤散布路線南部地区 （有）田中建設 3,682,800 （有）田中建設 /（有）東和
北城　１工区 深空地区 （株）大糸 4,698,000 （株）大糸
北城　２工区 みそら野地区 白馬綜合開発（株） 6,717,600 白馬綜合開発（株）
北城　３工区 みそら野地区（みそら野地区内指定路線） 白馬陸運（株） 3,067,200 白馬陸運（株）
北城　４工区 みそら野・瑞穂・エコーランド地区 （有）瑞穂サービス 9,687,600 （有）瑞穂サービス
北城　５工区 白馬町・八方口地区 （株）落田 4,147,200 （株）落田
北城　６工区 八方・和田野地区（真畔線・和田野地区内本線） 鈴木　孝 4,460,400 鈴木　孝
北城　７工区 八方・和田野地区（和田野地区東側） （有）田中建設 1,933,200 （有）田中建設
北城　８工区 八方・山麓地区 共和興業（株）白馬事業所 6,177,600 共和興業（株）白馬事業所
北城　９工区 八方地区（旧ジャンプ台線） 鈴木　孝 799,200 鈴木　孝
北城１０工区 大出地区 共和興業（株）白馬事業所 3,283,200 共和興業（株）白馬事業所
北城１１工区 蕨平地区 （株）白馬三津野 2,991,600 （株）白馬三津野
北城１２工区 嶺方地区 （株）白馬三津野 3,034,800 （株）白馬三津野
北城１３工区 森上・塩島・通地区 （有）吉田建設 4,741,200 （有）吉田建設
北城１４工区 どんぐり地区 （有）どんぐり 6,242,400 （有）どんぐり
北城１５工区 森上・野平地区 共和興業（株）白馬事業所 2,106,000 共和興業（株）白馬事業所
北城１６工区 野平地区 （株）大糸 2,343,600 （株）大糸

北城１７工区 立の間・青鬼地区 東亜ベンディングサービス 2,214,000 東亜ベンディングサービス /
共和興業（株）白馬事業所

北城１８工区 塩島地区 （有）塩島組 1,166,400 （有）塩島組
北城１９工区 森上・新田地区 共和興業（株）白馬事業所 3,250,800 共和興業（株）白馬事業所
北城２０工区 森上・新田・切久保地区 （株）落田 6,739,200 （株）落田
北城２１工区 落倉地区 共和興業（株）白馬事業所 9,525,600 共和興業（株）白馬事業所
北城２２工区 歩道除雪路線北部地区 白馬ソイル工業（株） 1,414,800 白馬ソイル工業（株）
北城２３工区 凍結防止剤散布路線北部地区 白馬ソイル工業（株） 4,125,600 白馬ソイル工業（株）
どんぐり地区 どんぐり地区凍結防止剤散布路線 （有）どんぐり 939,600 （有）どんぐり

北城２４工区 オリンピック道路・咲花線 金森建設（株）白馬事業所 1,371,600 金森建設（株）白馬事業所
北城２５工区 山麓線～オリンピック道路 （株）大糸 1,112,400 （株）大糸
北城２６工区 消防署前線・山麓線 （株）大糸 1,047,600 （株）大糸

みそら野地区内指定外路線（別荘地内管理道路） 白馬綜合開発（株） 648,000

白馬町、八方口地区の一部・ジャンプ台線・公共施設 白馬村直営

平成28年度　村道除雪業務・凍結防止剤散布業務
〔入札日 : 平成 28 年 10 月 31 日（月）〕

◆一般除雪路線 

◆準直営路線 　

◆随意契約路線（年間依託） 

◆直営路線 
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除雪にご協力をお願いします

お
問
合
せ
　白
馬
村
役
場
建
設
課

　
　
　
　
　電
話
：
８
５
ー
０
７
２
４

に
は
大
変
危
険
で
す
。危
険
個
所
に
は
注
意
を
喚
起

す
る
看
板
を
立
て
る
な
ど
の
対
策
を
お
願
い
し
ま
す
。

④
支
障
木
の
伐
採

　
除
雪
に
支
障
を
及
ぼ
す
よ
う
な
道
路
上
に
伸
び
た

木
の
枝
は
切
ら
せ
て
い
た
だ
く
場
合
が
あ
り
ま
す
の

で
、ご
理
解
を
お
願
い
し
ま
す
。

⑤
ス
ノ
ー
ポ
ー
ル
の
撤
去
禁
止

　
路
上
に
立
て
て
あ
る
竹
ポ
ー
ル
は
除
雪
を
ス
ム
ー

ズ
に
行
う
た
め
の
も
の
で
す
の
で
、引
き
抜
か
な
い

よ
う
に
お
願
い
し
ま
す
。

⑥
凍
結
防
止
剤
の
散
布
に
つ
い
て

　
原
則
と
し
て
朝
・
夕
の
通
勤
・
通
学
時
間
帯
に
間

に
合
う
よ
う
に
実
施
し
ま
す
が
、こ
れ
以
外
は
実
施

で
き
ま
せ
ん
の
で
ご
理
解
を
お
願
い
し
ま
す
。

⑦
自
宅
敷
地
内
の
雪
の
処
理
に
つ
い
て

　
ご
自
宅
の
敷
地
内
の
雪
を
他
の
お
宅
の
敷
地
に
無

断
で
排
雪
し
、ト
ラ
ブ
ル
と
な
る
ケ
ー
ス
が
あ
り
ま

す
。自
宅
敷
地
内
の
雪
に
つ
い
て
は
む
や
み
に
他
の
敷

地
に
排
雪
す
る
こ
と
の
な
い
よ
う
に
お
願
い
し
ま
す
。

ま
た
、や
む
を
得
ず
他
の
敷
地
に
排
雪
さ
れ
る
場
合

は
、マ
ナ
ー
を
守
っ
て
処
理
し
て
く
だ
さ
い
。な
お
、住

宅
の
玄
関
先
や
駐
車
場
の
出
入
口
な
ど
、道
路
と
接

す
る
箇
所
に
は
、ど
う
し
て
も
道
路
除
雪
後
の
雪
が

残
っ
て
し
ま
い
ま
す
。お
手
数
で
も
家
先
の
雪
に
つ
き

ま
し
て
は
皆
様
で
除
雪
し
て
い
た
だ
き
、近
隣
の

方
々
や
道
路
利
用
者
に
迷
惑
の
掛
か
ら
な
い
よ
う
ご

協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

⑧
雪
押
し
場
の
確
保
に
つ
い
て

　
近
年
、雪
押
し
場
の
確
保
が
非
常
に
困
難
に
な
っ

て
い
ま
す
。雪
押
し
場
が
確
保
で
き
な
い
場
合
、周
辺

の
除
雪
作
業
を
行
う
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。よ
り
多

く
の
雪
押
し
場
が
確
保
で
き
れ
ば
、効
率
的
で
ス

ム
ー
ズ
な
除
雪
が
可
能
と
な
り
ま
す
。道
路
脇
に
土

地
を
お
持
ち
の
方
の
ご
理
解
・
ご
協
力
を
お
願
い
し

ま
す
。

⑨
路
上
ス
キ
ー
・
ス
ノ
ー
ボ
ー
ド
の

　禁止
に
つ
い
て

　
路
上
で
の
ス
キ
ー
・
ス
ノ
ー
ボ
ー
ド
は
、除
雪
作

業
の
妨
げ
に
な
る
他
、交
通
事
故
に
つ
な
が
る
危
険

性
が
あ
り
ま
す
。絶
対
に
行
わ
な
い
よ
う
に
お
願
い
い

た
し
ま
す
。

　
シ
ー
ズ
ン
を
通
し
て
安
全
で
よ
り
効
率
的
な
除
雪

作
業
を
行
う
よ
う
努
力
し
て
参
り
ま
す
が
、や
む
を

得
ず
皆
様
に
ご
不
便
を
お
か
け
す
る
こ
と
も
あ
ろ
う

か
と
思
い
ま
す
。そ
の
際
は
何
と
ぞ
ご
理
解
を
い
た
だ

き
、除
雪
作
業
へ
の
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

　
こ
こ
数
年
、極
端
な
天
候
が
続
い
て
お
り
、本
年
度

の
降
雪
量
に
つ
き
ま
し
て
も
予
想
が
つ
か
な
い
と
こ

ろ
で
は
あ
り
ま
す
が
、様
々
な
気
象
状
況
に
対
応
で

き
る
よ
う
除
雪
体
制
の
構
築
を
進
め
て
参
り
た
い
と

考
え
て
お
り
ま
す
。ま
た
、安
全
で
ス
ム
ー
ズ
な
除
雪

の
た
め
に
は
村
民
の
皆
様
の
ご
協
力
が
不
可
欠
で

す
。特
に
次
の
点
に
つ
い
て
皆
様
の
特
段
の
ご
理
解
・

ご
配
慮
を
よ
ろ
し
く
お
願
い
し
ま
す
。

①
路
上
駐
車
の
禁
止

　
除
雪
作
業
は
早
朝
ま
た
は
夜
間
か
ら
行
い
ま
す
。

除
雪
の
妨
げ
と
な
る
路
上
へ
の
駐
車
は
お
止
め
い
た

だ
く
よ
う
お
願
い
し
ま
す
。

②
歩
車
道
へ
の
排
雪
・
雪
の
積
み
上
げ
の
禁
止

　
除
雪
済
み
の
道
路
や
無
散
水
消
雪
施
設
の
あ
る
道

路
へ
自
宅
敷
地
の
雪
を
投
げ
出
す
方
が
い
ま
す
が
、

大
変
危
険
で
す
。通
行
中
の
車
が
ス
リ
ッ
プ
し
て
歩

行
者
へ
飛
び
込
む
事
や
、そ
の
場
を
避
け
て
対
向
車

と
衝
突
す
る
事
故
等
の
発
生
が
予
想
さ
れ
ま
す
。場

合
に
よ
っ
て
は
雪
を
投
げ
出
し
た
ご
本
人
の
責
任
が

問
わ
れ
る
事
に
も
な
り
か
ね
ま
せ
ん
。道
路
へ
雪
を

投
げ
出
す
こ
と
は
絶
対
に
し
な
い
よ
う
に
お
願
い
し

ま
す
。

③
屋
根
雪
の
落
下
防
止
・
落
雪
注
意
看
板
の
掲
示

　
屋
根
雪
が
路
上
に
落
下
し
た
場
合
に
は
速
や
か
に

片
付
け
を
お
願
い
し
ま
す
。

　
ま
た
、万
一
雪
の
落
下
時
に
歩
行
者
が
あ
っ
た
場
合

樹木の伐採等に御協力ください!
－道路の安全な通行を確保するために－

　公道に接する民地で管理している庭木や生け垣、山林の樹木などが、倒れたり落下するなどして、車両や通行者
に迷惑をかけることがあります。特に冬期は、積雪による倒木や樹木からの落雪が発生しやすく、道路通行上の支
障となる事例も多数見受けられます。　　

これらに起因して事故が発生した場合、法律により当該樹木の所有者等が責任を問われることがあります。

　・民法第717条  土地の工作物等の占用者及び所有者の責任
　・道路法第43条  道路に関する禁止事項

樹木所有者は、伐採又は枝払い等の管理をお願いします。また、作業時には下記のことに注意してください。

◇◇作業時の注意事項◇◇
①作業にあたっては、通行車両や歩行者の安全を確保し、作業者は樹木等からの転落にご注意ください。
②樹木の枝等が電線や電話線等に掛かっている場合、または枝等の近くに電線や電話線がある場合は、

作業に危険が伴いますので、最寄りの電力会社又は通信会社に相談してください。

【お問合せ先】
＜村道に接する場合＞
白馬村役場建設課
電話：85-0724　FAX：72-7001
e-mail：kensetsu@vill.hakuba.lg.jp

＜国県道に接する場合＞
大町建設事務所維持管理課管理係
電話：23-6533（直通）　FAX：23-6532
e-mail：omachiken-ijikanri@pref.nagano.lg.jp

お問合せ　白馬村役場建設課　電話：85-0724

工事等による交通規制の状況をお知らせします
ご迷惑をお掛けしますが、ご理解、ご協力をお願いします。

※この他にも小規模・短期間のものが発生することがあります交通規制一覧表

区　域 規制内容 規制終了予定日 迂回路路　線 規制時間
村 道
村 道
村 道
村 道
国道・県道

野平（水神宮橋）
通（通橋）
蕨平
蕨平

全域（随所）

片側交互通行
片側交互通行
全 面 通 行 止
片側交互通行
片側交互通行

無
無
有
有
無

平成28年12月20日
平成29年 2月24日
平成29年 3月17日
平成29年 3月17日
平成29年 3月31日

終日
8:00～17:00
8:30～17:00
8:30～17:00

終日

0206号線
0208号線
1039号線
0204号線
全線
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除雪にご協力をお願いします

お
問
合
せ
　白
馬
村
役
場
建
設
課

　
　
　
　
　電
話
：
８
５
ー
０
７
２
４

に
は
大
変
危
険
で
す
。危
険
個
所
に
は
注
意
を
喚
起

す
る
看
板
を
立
て
る
な
ど
の
対
策
を
お
願
い
し
ま
す
。

④
支
障
木
の
伐
採

　
除
雪
に
支
障
を
及
ぼ
す
よ
う
な
道
路
上
に
伸
び
た

木
の
枝
は
切
ら
せ
て
い
た
だ
く
場
合
が
あ
り
ま
す
の

で
、ご
理
解
を
お
願
い
し
ま
す
。

⑤
ス
ノ
ー
ポ
ー
ル
の
撤
去
禁
止

　
路
上
に
立
て
て
あ
る
竹
ポ
ー
ル
は
除
雪
を
ス
ム
ー

ズ
に
行
う
た
め
の
も
の
で
す
の
で
、引
き
抜
か
な
い

よ
う
に
お
願
い
し
ま
す
。

⑥
凍
結
防
止
剤
の
散
布
に
つ
い
て

　
原
則
と
し
て
朝
・
夕
の
通
勤
・
通
学
時
間
帯
に
間

に
合
う
よ
う
に
実
施
し
ま
す
が
、こ
れ
以
外
は
実
施

で
き
ま
せ
ん
の
で
ご
理
解
を
お
願
い
し
ま
す
。

⑦
自
宅
敷
地
内
の
雪
の
処
理
に
つ
い
て

　
ご
自
宅
の
敷
地
内
の
雪
を
他
の
お
宅
の
敷
地
に
無

断
で
排
雪
し
、ト
ラ
ブ
ル
と
な
る
ケ
ー
ス
が
あ
り
ま

す
。自
宅
敷
地
内
の
雪
に
つ
い
て
は
む
や
み
に
他
の
敷

地
に
排
雪
す
る
こ
と
の
な
い
よ
う
に
お
願
い
し
ま
す
。

ま
た
、や
む
を
得
ず
他
の
敷
地
に
排
雪
さ
れ
る
場
合

は
、マ
ナ
ー
を
守
っ
て
処
理
し
て
く
だ
さ
い
。な
お
、住

宅
の
玄
関
先
や
駐
車
場
の
出
入
口
な
ど
、道
路
と
接

す
る
箇
所
に
は
、ど
う
し
て
も
道
路
除
雪
後
の
雪
が

残
っ
て
し
ま
い
ま
す
。お
手
数
で
も
家
先
の
雪
に
つ
き

ま
し
て
は
皆
様
で
除
雪
し
て
い
た
だ
き
、近
隣
の

方
々
や
道
路
利
用
者
に
迷
惑
の
掛
か
ら
な
い
よ
う
ご

協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

⑧
雪
押
し
場
の
確
保
に
つ
い
て

　
近
年
、雪
押
し
場
の
確
保
が
非
常
に
困
難
に
な
っ

て
い
ま
す
。雪
押
し
場
が
確
保
で
き
な
い
場
合
、周
辺

の
除
雪
作
業
を
行
う
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。よ
り
多

く
の
雪
押
し
場
が
確
保
で
き
れ
ば
、効
率
的
で
ス

ム
ー
ズ
な
除
雪
が
可
能
と
な
り
ま
す
。道
路
脇
に
土

地
を
お
持
ち
の
方
の
ご
理
解
・
ご
協
力
を
お
願
い
し

ま
す
。

⑨
路
上
ス
キ
ー
・
ス
ノ
ー
ボ
ー
ド
の

　禁止
に
つ
い
て

　
路
上
で
の
ス
キ
ー
・
ス
ノ
ー
ボ
ー
ド
は
、除
雪
作

業
の
妨
げ
に
な
る
他
、交
通
事
故
に
つ
な
が
る
危
険

性
が
あ
り
ま
す
。絶
対
に
行
わ
な
い
よ
う
に
お
願
い
い

た
し
ま
す
。

　
シ
ー
ズ
ン
を
通
し
て
安
全
で
よ
り
効
率
的
な
除
雪

作
業
を
行
う
よ
う
努
力
し
て
参
り
ま
す
が
、や
む
を

得
ず
皆
様
に
ご
不
便
を
お
か
け
す
る
こ
と
も
あ
ろ
う

か
と
思
い
ま
す
。そ
の
際
は
何
と
ぞ
ご
理
解
を
い
た
だ

き
、除
雪
作
業
へ
の
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

　
こ
こ
数
年
、極
端
な
天
候
が
続
い
て
お
り
、本
年
度

の
降
雪
量
に
つ
き
ま
し
て
も
予
想
が
つ
か
な
い
と
こ

ろ
で
は
あ
り
ま
す
が
、様
々
な
気
象
状
況
に
対
応
で

き
る
よ
う
除
雪
体
制
の
構
築
を
進
め
て
参
り
た
い
と

考
え
て
お
り
ま
す
。ま
た
、安
全
で
ス
ム
ー
ズ
な
除
雪

の
た
め
に
は
村
民
の
皆
様
の
ご
協
力
が
不
可
欠
で

す
。特
に
次
の
点
に
つ
い
て
皆
様
の
特
段
の
ご
理
解
・

ご
配
慮
を
よ
ろ
し
く
お
願
い
し
ま
す
。

①
路
上
駐
車
の
禁
止

　
除
雪
作
業
は
早
朝
ま
た
は
夜
間
か
ら
行
い
ま
す
。

除
雪
の
妨
げ
と
な
る
路
上
へ
の
駐
車
は
お
止
め
い
た

だ
く
よ
う
お
願
い
し
ま
す
。

②
歩
車
道
へ
の
排
雪
・
雪
の
積
み
上
げ
の
禁
止

　
除
雪
済
み
の
道
路
や
無
散
水
消
雪
施
設
の
あ
る
道

路
へ
自
宅
敷
地
の
雪
を
投
げ
出
す
方
が
い
ま
す
が
、

大
変
危
険
で
す
。通
行
中
の
車
が
ス
リ
ッ
プ
し
て
歩

行
者
へ
飛
び
込
む
事
や
、そ
の
場
を
避
け
て
対
向
車

と
衝
突
す
る
事
故
等
の
発
生
が
予
想
さ
れ
ま
す
。場

合
に
よ
っ
て
は
雪
を
投
げ
出
し
た
ご
本
人
の
責
任
が

問
わ
れ
る
事
に
も
な
り
か
ね
ま
せ
ん
。道
路
へ
雪
を

投
げ
出
す
こ
と
は
絶
対
に
し
な
い
よ
う
に
お
願
い
し

ま
す
。

③
屋
根
雪
の
落
下
防
止
・
落
雪
注
意
看
板
の
掲
示

　
屋
根
雪
が
路
上
に
落
下
し
た
場
合
に
は
速
や
か
に

片
付
け
を
お
願
い
し
ま
す
。

　
ま
た
、万
一
雪
の
落
下
時
に
歩
行
者
が
あ
っ
た
場
合

樹木の伐採等に御協力ください!
－道路の安全な通行を確保するために－

　公道に接する民地で管理している庭木や生け垣、山林の樹木などが、倒れたり落下するなどして、車両や通行者
に迷惑をかけることがあります。特に冬期は、積雪による倒木や樹木からの落雪が発生しやすく、道路通行上の支
障となる事例も多数見受けられます。　　

これらに起因して事故が発生した場合、法律により当該樹木の所有者等が責任を問われることがあります。

　・民法第717条  土地の工作物等の占用者及び所有者の責任
　・道路法第43条  道路に関する禁止事項

樹木所有者は、伐採又は枝払い等の管理をお願いします。また、作業時には下記のことに注意してください。

◇◇作業時の注意事項◇◇
①作業にあたっては、通行車両や歩行者の安全を確保し、作業者は樹木等からの転落にご注意ください。
②樹木の枝等が電線や電話線等に掛かっている場合、または枝等の近くに電線や電話線がある場合は、

作業に危険が伴いますので、最寄りの電力会社又は通信会社に相談してください。

【お問合せ先】
＜村道に接する場合＞
白馬村役場建設課
電話：85-0724　FAX：72-7001
e-mail：kensetsu@vill.hakuba.lg.jp

＜国県道に接する場合＞
大町建設事務所維持管理課管理係
電話：23-6533（直通）　FAX：23-6532
e-mail：omachiken-ijikanri@pref.nagano.lg.jp

お問合せ　白馬村役場建設課　電話：85-0724

工事等による交通規制の状況をお知らせします
ご迷惑をお掛けしますが、ご理解、ご協力をお願いします。

※この他にも小規模・短期間のものが発生することがあります交通規制一覧表

区　域 規制内容 規制終了予定日 迂回路路　線 規制時間
村 道
村 道
村 道
村 道
国道・県道

野平（水神宮橋）
通（通橋）
蕨平
蕨平

全域（随所）

片側交互通行
片側交互通行
全 面 通 行 止
片側交互通行
片側交互通行

無
無
有
有
無

平成28年12月20日
平成29年 2月24日
平成29年 3月17日
平成29年 3月17日
平成29年 3月31日

終日
8:00～17:00
8:30～17:00
8:30～17:00

終日

0206号線
0208号線
1039号線
0204号線
全線
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除雪にご協力をお願いします

お
問
合
せ
　白
馬
村
役
場
建
設
課

　
　
　
　
　電
話
：
８
５
ー
０
７
２
４

に
は
大
変
危
険
で
す
。危
険
個
所
に
は
注
意
を
喚
起

す
る
看
板
を
立
て
る
な
ど
の
対
策
を
お
願
い
し
ま
す
。

④
支
障
木
の
伐
採

　
除
雪
に
支
障
を
及
ぼ
す
よ
う
な
道
路
上
に
伸
び
た

木
の
枝
は
切
ら
せ
て
い
た
だ
く
場
合
が
あ
り
ま
す
の

で
、ご
理
解
を
お
願
い
し
ま
す
。

⑤
ス
ノ
ー
ポ
ー
ル
の
撤
去
禁
止

　
路
上
に
立
て
て
あ
る
竹
ポ
ー
ル
は
除
雪
を
ス
ム
ー

ズ
に
行
う
た
め
の
も
の
で
す
の
で
、引
き
抜
か
な
い

よ
う
に
お
願
い
し
ま
す
。

⑥
凍
結
防
止
剤
の
散
布
に
つ
い
て

　
原
則
と
し
て
朝
・
夕
の
通
勤
・
通
学
時
間
帯
に
間

に
合
う
よ
う
に
実
施
し
ま
す
が
、こ
れ
以
外
は
実
施

で
き
ま
せ
ん
の
で
ご
理
解
を
お
願
い
し
ま
す
。

⑦
自
宅
敷
地
内
の
雪
の
処
理
に
つ
い
て

　
ご
自
宅
の
敷
地
内
の
雪
を
他
の
お
宅
の
敷
地
に
無

断
で
排
雪
し
、ト
ラ
ブ
ル
と
な
る
ケ
ー
ス
が
あ
り
ま

す
。自
宅
敷
地
内
の
雪
に
つ
い
て
は
む
や
み
に
他
の
敷

地
に
排
雪
す
る
こ
と
の
な
い
よ
う
に
お
願
い
し
ま
す
。

ま
た
、や
む
を
得
ず
他
の
敷
地
に
排
雪
さ
れ
る
場
合

は
、マ
ナ
ー
を
守
っ
て
処
理
し
て
く
だ
さ
い
。な
お
、住

宅
の
玄
関
先
や
駐
車
場
の
出
入
口
な
ど
、道
路
と
接

す
る
箇
所
に
は
、ど
う
し
て
も
道
路
除
雪
後
の
雪
が

残
っ
て
し
ま
い
ま
す
。お
手
数
で
も
家
先
の
雪
に
つ
き

ま
し
て
は
皆
様
で
除
雪
し
て
い
た
だ
き
、近
隣
の

方
々
や
道
路
利
用
者
に
迷
惑
の
掛
か
ら
な
い
よ
う
ご

協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

⑧
雪
押
し
場
の
確
保
に
つ
い
て

　
近
年
、雪
押
し
場
の
確
保
が
非
常
に
困
難
に
な
っ

て
い
ま
す
。雪
押
し
場
が
確
保
で
き
な
い
場
合
、周
辺

の
除
雪
作
業
を
行
う
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。よ
り
多

く
の
雪
押
し
場
が
確
保
で
き
れ
ば
、効
率
的
で
ス

ム
ー
ズ
な
除
雪
が
可
能
と
な
り
ま
す
。道
路
脇
に
土

地
を
お
持
ち
の
方
の
ご
理
解
・
ご
協
力
を
お
願
い
し

ま
す
。

⑨
路
上
ス
キ
ー
・
ス
ノ
ー
ボ
ー
ド
の

　禁止
に
つ
い
て

　
路
上
で
の
ス
キ
ー
・
ス
ノ
ー
ボ
ー
ド
は
、除
雪
作

業
の
妨
げ
に
な
る
他
、交
通
事
故
に
つ
な
が
る
危
険

性
が
あ
り
ま
す
。絶
対
に
行
わ
な
い
よ
う
に
お
願
い
い

た
し
ま
す
。

　
シ
ー
ズ
ン
を
通
し
て
安
全
で
よ
り
効
率
的
な
除
雪

作
業
を
行
う
よ
う
努
力
し
て
参
り
ま
す
が
、や
む
を

得
ず
皆
様
に
ご
不
便
を
お
か
け
す
る
こ
と
も
あ
ろ
う

か
と
思
い
ま
す
。そ
の
際
は
何
と
ぞ
ご
理
解
を
い
た
だ

き
、除
雪
作
業
へ
の
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

　
こ
こ
数
年
、極
端
な
天
候
が
続
い
て
お
り
、本
年
度

の
降
雪
量
に
つ
き
ま
し
て
も
予
想
が
つ
か
な
い
と
こ

ろ
で
は
あ
り
ま
す
が
、様
々
な
気
象
状
況
に
対
応
で

き
る
よ
う
除
雪
体
制
の
構
築
を
進
め
て
参
り
た
い
と

考
え
て
お
り
ま
す
。ま
た
、安
全
で
ス
ム
ー
ズ
な
除
雪

の
た
め
に
は
村
民
の
皆
様
の
ご
協
力
が
不
可
欠
で

す
。特
に
次
の
点
に
つ
い
て
皆
様
の
特
段
の
ご
理
解
・

ご
配
慮
を
よ
ろ
し
く
お
願
い
し
ま
す
。

①
路
上
駐
車
の
禁
止

　
除
雪
作
業
は
早
朝
ま
た
は
夜
間
か
ら
行
い
ま
す
。

除
雪
の
妨
げ
と
な
る
路
上
へ
の
駐
車
は
お
止
め
い
た

だ
く
よ
う
お
願
い
し
ま
す
。

②
歩
車
道
へ
の
排
雪
・
雪
の
積
み
上
げ
の
禁
止

　
除
雪
済
み
の
道
路
や
無
散
水
消
雪
施
設
の
あ
る
道

路
へ
自
宅
敷
地
の
雪
を
投
げ
出
す
方
が
い
ま
す
が
、

大
変
危
険
で
す
。通
行
中
の
車
が
ス
リ
ッ
プ
し
て
歩

行
者
へ
飛
び
込
む
事
や
、そ
の
場
を
避
け
て
対
向
車

と
衝
突
す
る
事
故
等
の
発
生
が
予
想
さ
れ
ま
す
。場

合
に
よ
っ
て
は
雪
を
投
げ
出
し
た
ご
本
人
の
責
任
が

問
わ
れ
る
事
に
も
な
り
か
ね
ま
せ
ん
。道
路
へ
雪
を

投
げ
出
す
こ
と
は
絶
対
に
し
な
い
よ
う
に
お
願
い
し

ま
す
。

③
屋
根
雪
の
落
下
防
止
・
落
雪
注
意
看
板
の
掲
示

　
屋
根
雪
が
路
上
に
落
下
し
た
場
合
に
は
速
や
か
に

片
付
け
を
お
願
い
し
ま
す
。

　
ま
た
、万
一
雪
の
落
下
時
に
歩
行
者
が
あ
っ
た
場
合

樹木の伐採等に御協力ください!
－道路の安全な通行を確保するために－

　公道に接する民地で管理している庭木や生け垣、山林の樹木などが、倒れたり落下するなどして、車両や通行者
に迷惑をかけることがあります。特に冬期は、積雪による倒木や樹木からの落雪が発生しやすく、道路通行上の支
障となる事例も多数見受けられます。　　

これらに起因して事故が発生した場合、法律により当該樹木の所有者等が責任を問われることがあります。

　・民法第717条  土地の工作物等の占用者及び所有者の責任
　・道路法第43条  道路に関する禁止事項

樹木所有者は、伐採又は枝払い等の管理をお願いします。また、作業時には下記のことに注意してください。

◇◇作業時の注意事項◇◇
①作業にあたっては、通行車両や歩行者の安全を確保し、作業者は樹木等からの転落にご注意ください。
②樹木の枝等が電線や電話線等に掛かっている場合、または枝等の近くに電線や電話線がある場合は、

作業に危険が伴いますので、最寄りの電力会社又は通信会社に相談してください。

【お問合せ先】
＜村道に接する場合＞
白馬村役場建設課
電話：85-0724　FAX：72-7001
e-mail：kensetsu@vill.hakuba.lg.jp

＜国県道に接する場合＞
大町建設事務所維持管理課管理係
電話：23-6533（直通）　FAX：23-6532
e-mail：omachiken-ijikanri@pref.nagano.lg.jp

お問合せ　白馬村役場建設課　電話：85-0724

工事等による交通規制の状況をお知らせします
ご迷惑をお掛けしますが、ご理解、ご協力をお願いします。

※この他にも小規模・短期間のものが発生することがあります交通規制一覧表

区　域 規制内容 規制終了予定日 迂回路路　線 規制時間
村 道
村 道
村 道
村 道
国道・県道

野平（水神宮橋）
通（通橋）
蕨平
蕨平

全域（随所）

片側交互通行
片側交互通行
全 面 通 行 止
片側交互通行
片側交互通行

無
無
有
有
無

平成28年12月20日
平成29年 2月24日
平成29年 3月17日
平成29年 3月17日
平成29年 3月31日

終日
8:00～17:00
8:30～17:00
8:30～17:00

終日

0206号線
0208号線
1039号線
0204号線
全線
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に
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、
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務
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を
郵
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す
の
で
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ご
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を
お
願
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ま
す
。　

ま
た
、
申
告
書
に
は
、
平
成
29
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１
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１
日
現
在
に
お
け

る
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却
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産
に
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て
、
種
類
や
取
得
価
格
、
取
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月
等

に
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い
て
正
確
に
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。

　
新
た
に
事
業
を
始
め
た
方
や
、
申
告
用
紙
が
届
か
な
い
方

は
、
税
務
課
固
定
資
産
税
係
ま
で
ご
連
絡
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だ
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平
成
29
・
30
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度
入
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資
格
申
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29
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３
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い
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ご
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１
．
対
象
業
務

（
１
）
建
設
工
事

　
　
　
建
設
業
法（
昭
和
24
年
法
律
第
１
０
０
号
）の
定
め
る
28
業
種

（
２
）
建
設
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
等
の
業
務

　
　測量
、建
築
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
、建
設
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
、

地
質
調
査
、
補
償
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
の
５
種
類
の
業
務

（
３
）
物
品
購
入
、
業
務
委
託
（
建
設
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
等

の
業
務
に
属
す
る
も
の
を
除
く
）
及
び
そ
の
他
業
務

２
．
受
付
期
間

　
　
平
成
29
年
１
月
10
日（
火
）か
ら

　
　
平
成
29
年
３
月
31
日（
金
）ま
で

　
　
午
前
８
時
30
分
か
ら
午
後
５
時

　
　
郵
送
ま
た
は
持
参（
土
曜
日
、
日
曜
日
、
祝
日
は
除
く
）

３
．
受
付

　
　
長
野
県
北
安
曇
郡
白
馬
村
大
字
北
城
７
０
２
５
番
地

　
　
白
馬
村
役
場 

建
設
課
窓
口

４
．
そ
の
他

 

１
）
申
請
書
類
及
び
添
付
書
類
は
ホ
チ
キ
ス
止
め
又
は
２
穴

紐
綴
じ
に
よ
り
ま
と
め
て
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。
フ
ァイ

ル
等
へ
綴
り
込
み
は
し
な
い
で
く
だ
さ
い
。

 

２
）
郵
送
申
請
さ
れ
る
方
で
受
付
確
認
証
を
希
望
さ
れ
る
方

は
、返
信
用
封
筒
又
は
ハ
ガ
キ
等
を
同
封
し
て
く
だ
さ
い
。

（
い
ず
れ
も
切
手
貼
付
・
返
信
先
を
明
記
し
て
く
だ
さ
い
。）

 

３
）
登
記
簿
謄
本
、
証
明
書
等
は
３
ケ
月
以
内
に
発
行
さ

れ
た
も
の
を
添
付
し
て
く
だ
さ
い
。

お問合せ　白馬村役場税務課　電話：85-0712

－償却資産の申告について－

平成29・30年度入札参加資格申請書の受付について

－村税の納期限について－
　１２月及び１月納期限の村税は下記のとおりです。口座振替にされている方は１２月２６日、１月２５日にそれぞれ引
き落としとなりますので、前日までに残高の確認をお願いします。
　なお、口座振替又はクレジットカードによる納税をご希望される方は税務課までお問い合わせください。

12
２６

第 3期
第 7期

固定資産税
国民健康保険税

平成 28年度 12 月

1
25

第 4期
第 8期

村県民税
国民健康保険税

平成 29年度 1月

お
問
合
せ
　白
馬
村
役
場
税
務
課
固
定
資
産
税
係
　

　
　
　
　
　電
話
：
８
５
―
０
７
１
２

お
問
合
せ
　白
馬
村
役
場
建
設
課
　電
話
：
８
５
―
０
７
２
４

e‐
m
ail

：kensetsu@
vill.hakuba.lg.jp

特定健診 
健康福祉課

Vol.66白 馬 村 の 健 康

平成27年度　特定健診　結果報告

特定健診受診率　　　50．2％↑ 目標値60％
特定健診保健指導率　66．7％↓ 目標値75％

平成27年度　特定健診の速報値が出ました。

　皆様、健診を受診していただきましてありがとうございました！ついに50%の大台を超えることができま
した。目標の健診受診率60％（※）まであと10％。人数に換算すると約200人。各地区10人ほど増えれ
ば達成です。
　（※）健診受診率が60%を超えると、医療費が下がると言われています。また、国から国保への財政支援（保
険者努力支援制度）が決まる評価指標の一つになっています。

●目標受診率を既に達成している地区は三日市場です。他にも沢渡、
嶺方・南方地区の女性が目標受診率を達成しています。

今年もまだまだ人間ドックの補助申請、大北医療機関代行依頼制度、職員健診結果の提出をお待ちしております!!

※ご提出いただくと特定健診の受診率に加算されます。何卒ご協力よろしくお願いいたします！

66.7% 57.1% 56.1% 55.1% 52.4% 51.1% 50.0% 48.9% 47.7% 46.7% 45.3% 45.3% 44.6% 44.5% 44.1% 44.0% 41.3% 41.2% 39.5% 38.8% 38.5% 37.2% 36.4% 34.2% 29.9% 28.6% 27.6% 14.3%
内
山

通・立
の
間・青
鬼・野
平

堀
之
内

佐
野

森
上

山
麓

白
馬
町

蕨
平

飯
田

八
方
口

落
倉

め
い
て
つ

新
田

総
計

深
空

和
田
野

大
出

八
方

塩
島

飯
森

エ
コ
ー
ラ
ン
ド

嶺
方・南
方

瑞
穂

切
久
保

沢
渡

み
そ
ら
野

ど
ん
ぐ
り

三
日
市
場

■男性　■女性　■全体

大北医療機関に定期受診中の方

①代行依頼書を送付いたしますので
健康福祉課までご連絡ください。

②必要事項をご記入の上、主治医の
先生にお渡しください。

※ご本人の費用負担はありません。

人間ドックを受診した方 職場健診を受診した方

受診費用の補助制度がありますの
で、お手数ですが住民課国保担当
までお越しください。
＜持ち物＞
①人間ドック　検査結果のコピー
②印鑑　③振込先の分かるもの

お手数ですが検査結果の提
出を健康福祉課か住民課国
保担当にお願いします。

← ← ←

40～74歳国民保険加入の方で、村の特定健診を受診されていない方へ

村の特定健診受診者数　1006人 /対象者2280人中

平成28年度　現在の受診率　44.1%
（医療機関代行制度、人間ドック、職場健診受診者含まず）

（※数字は全体値、グラフの対象は40～74歳国民健康保険加入の方）
平成28年度特定健診地区別暫定値（平成28年11月24日現在）

お問合せ　白馬村役場健康福祉課健康づくり係　電話：85-0713

8

はくば12月.indd   8 H28/12/12   18:26

　
ま
も
な
く

　
平
成
29
年
度

　
償
却
資
産
の
申
告
時
期
で
す

　
平
成
29
年
度
償
却
資
産
の
申
告
期
限
は
、
平
成
29
年
１
月

31
日（
火
）で
す
。

　
個
人
、
法
人
を
問
わ
ず 

事
業
用
償
却
資
産 

を
所
有
し
て
い

る
方
は
、
右
記
の
申
告
期
限
ま
で
に
申
告
を
お
願
い
し
ま
す
。

※
事
業
用
償
却
資
産
と
は
…

　
会
社
や
個
人
が
経
営
す
る
商
店
や
民
宿
等
で
使
用
さ
れ
て

い
る
機
械
や
器
具
、
構
築
物
な
ど
減
価
償
却
の
対
象
と
な
る

資
産
の
こ
と
で
す
。

　
な
お
、
事
業
用
償
却
資
産
を
所
有
す
る
方
は
、
そ
の
資
産

の
所
在
地
と
な
る
市
町
村
に
所
有
状
況
を
申
告
す
る
こ
と
が

義
務
付
け
ら
れ
て
い
る
た
め
、
正
当
な
理
由
が
な
く
申
告
を

し
な
か
っ
た
場
合
に
は
、
地
方
税
法
第
３
８
６
条
お
よ
び
白

馬
村
税
条
例
第
75
条
の
規
定
に
よ
り
、
過
料
を
科
さ
れ
る
こ

と
が
あ
り
ま
す
の
で
、
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

　
申
告
用
紙
は
、12
月
中
旬
ご
ろ
ま
で
に
発
送
す
る
予
定
で
す
。

　
会
計
事
務
所
に
経
理
を
依
頼
し
て
い
る
方
は
、
会
計
事
務

所
に
申
告
用
紙
を
郵
送
し
ま
す
の
で
、
ご
確
認
を
お
願
い
し

ま
す
。　

ま
た
、
申
告
書
に
は
、
平
成
29
年
１
月
１
日
現
在
に
お
け

る
償
却
資
産
に
つ
い
て
、
種
類
や
取
得
価
格
、
取
得
年
月
等

に
つ
い
て
正
確
に
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。

　
新
た
に
事
業
を
始
め
た
方
や
、
申
告
用
紙
が
届
か
な
い
方

は
、
税
務
課
固
定
資
産
税
係
ま
で
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

　
平
成
29
・
30
年
度
入
札
参
加
資
格
申
請
申
請
書
の
受
付
を

平
成
29
年
１
月
か
ら
３
月
ま
で
行
い
ま
す
。
詳
し
く
は
白
馬

村
行
政
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

１
．
対
象
業
務

（
１
）
建
設
工
事

　
　
　
建
設
業
法（
昭
和
24
年
法
律
第
１
０
０
号
）の
定
め
る
28
業
種

（
２
）
建
設
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
等
の
業
務

　
　測量
、建
築
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
、建
設
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
、

地
質
調
査
、
補
償
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
の
５
種
類
の
業
務

（
３
）
物
品
購
入
、
業
務
委
託
（
建
設
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
等

の
業
務
に
属
す
る
も
の
を
除
く
）
及
び
そ
の
他
業
務

２
．
受
付
期
間

　
　
平
成
29
年
１
月
10
日（
火
）か
ら

　
　
平
成
29
年
３
月
31
日（
金
）ま
で

　
　
午
前
８
時
30
分
か
ら
午
後
５
時

　
　
郵
送
ま
た
は
持
参（
土
曜
日
、
日
曜
日
、
祝
日
は
除
く
）

３
．
受
付

　
　
長
野
県
北
安
曇
郡
白
馬
村
大
字
北
城
７
０
２
５
番
地

　
　
白
馬
村
役
場 

建
設
課
窓
口

４
．
そ
の
他

 

１
）
申
請
書
類
及
び
添
付
書
類
は
ホ
チ
キ
ス
止
め
又
は
２
穴

紐
綴
じ
に
よ
り
ま
と
め
て
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。
フ
ァイ

ル
等
へ
綴
り
込
み
は
し
な
い
で
く
だ
さ
い
。

 

２
）
郵
送
申
請
さ
れ
る
方
で
受
付
確
認
証
を
希
望
さ
れ
る
方

は
、返
信
用
封
筒
又
は
ハ
ガ
キ
等
を
同
封
し
て
く
だ
さ
い
。

（
い
ず
れ
も
切
手
貼
付
・
返
信
先
を
明
記
し
て
く
だ
さ
い
。）

 

３
）
登
記
簿
謄
本
、
証
明
書
等
は
３
ケ
月
以
内
に
発
行
さ

れ
た
も
の
を
添
付
し
て
く
だ
さ
い
。

お問合せ　白馬村役場税務課　電話：85-0712

－償却資産の申告について－

平成29・30年度入札参加資格申請書の受付について

－村税の納期限について－
　１２月及び１月納期限の村税は下記のとおりです。口座振替にされている方は１２月２６日、１月２５日にそれぞれ引
き落としとなりますので、前日までに残高の確認をお願いします。
　なお、口座振替又はクレジットカードによる納税をご希望される方は税務課までお問い合わせください。

12
２６

第 3期
第 7期

固定資産税
国民健康保険税

平成 28年度 12 月

1
25

第 4期
第 8期

村県民税
国民健康保険税

平成 29年度 1月

お
問
合
せ
　白
馬
村
役
場
税
務
課
固
定
資
産
税
係
　

　
　
　
　
　電
話
：
８
５
―
０
７
１
２

お
問
合
せ
　白
馬
村
役
場
建
設
課
　電
話
：
８
５
―
０
７
２
４

e‐
m
ail

：kensetsu@
vill.hakuba.lg.jp

特定健診 
健康福祉課

Vol.66白 馬 村 の 健 康

平成27年度　特定健診　結果報告

特定健診受診率　　　50．2％↑ 目標値60％
特定健診保健指導率　66．7％↓ 目標値75％

平成27年度　特定健診の速報値が出ました。

　皆様、健診を受診していただきましてありがとうございました！ついに50%の大台を超えることができま
した。目標の健診受診率60％（※）まであと10％。人数に換算すると約200人。各地区10人ほど増えれ
ば達成です。
　（※）健診受診率が60%を超えると、医療費が下がると言われています。また、国から国保への財政支援（保
険者努力支援制度）が決まる評価指標の一つになっています。

●目標受診率を既に達成している地区は三日市場です。他にも沢渡、
嶺方・南方地区の女性が目標受診率を達成しています。

今年もまだまだ人間ドックの補助申請、大北医療機関代行依頼制度、職員健診結果の提出をお待ちしております!!

※ご提出いただくと特定健診の受診率に加算されます。何卒ご協力よろしくお願いいたします！

66.7% 57.1% 56.1% 55.1% 52.4% 51.1% 50.0% 48.9% 47.7% 46.7% 45.3% 45.3% 44.6% 44.5% 44.1% 44.0% 41.3% 41.2% 39.5% 38.8% 38.5% 37.2% 36.4% 34.2% 29.9% 28.6% 27.6% 14.3%
内
山

通・立
の
間・青
鬼・野
平

堀
之
内

佐
野

森
上

山
麓

白
馬
町

蕨
平

飯
田

八
方
口

落
倉

め
い
て
つ

新
田

総
計

深
空

和
田
野

大
出

八
方

塩
島

飯
森

エ
コ
ー
ラ
ン
ド

嶺
方・南
方

瑞
穂

切
久
保

沢
渡

み
そ
ら
野

ど
ん
ぐ
り

三
日
市
場

■男性　■女性　■全体

大北医療機関に定期受診中の方

①代行依頼書を送付いたしますので
健康福祉課までご連絡ください。

②必要事項をご記入の上、主治医の
先生にお渡しください。

※ご本人の費用負担はありません。

人間ドックを受診した方 職場健診を受診した方

受診費用の補助制度がありますの
で、お手数ですが住民課国保担当
までお越しください。
＜持ち物＞
①人間ドック　検査結果のコピー
②印鑑　③振込先の分かるもの

お手数ですが検査結果の提
出を健康福祉課か住民課国
保担当にお願いします。

← ← ←

40～74歳国民保険加入の方で、村の特定健診を受診されていない方へ

村の特定健診受診者数　1006人 /対象者2280人中

平成28年度　現在の受診率　44.1%
（医療機関代行制度、人間ドック、職場健診受診者含まず）

（※数字は全体値、グラフの対象は40～74歳国民健康保険加入の方）
平成28年度特定健診地区別暫定値（平成28年11月24日現在）

お問合せ　白馬村役場健康福祉課健康づくり係　電話：85-0713
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ま
も
な
く

　
平
成
29
年
度

　
償
却
資
産
の
申
告
時
期
で
す

　
平
成
29
年
度
償
却
資
産
の
申
告
期
限
は
、
平
成
29
年
１
月

31
日（
火
）で
す
。

　
個
人
、
法
人
を
問
わ
ず 

事
業
用
償
却
資
産 

を
所
有
し
て
い

る
方
は
、
右
記
の
申
告
期
限
ま
で
に
申
告
を
お
願
い
し
ま
す
。

※
事
業
用
償
却
資
産
と
は
…

　
会
社
や
個
人
が
経
営
す
る
商
店
や
民
宿
等
で
使
用
さ
れ
て

い
る
機
械
や
器
具
、
構
築
物
な
ど
減
価
償
却
の
対
象
と
な
る

資
産
の
こ
と
で
す
。

　
な
お
、
事
業
用
償
却
資
産
を
所
有
す
る
方
は
、
そ
の
資
産

の
所
在
地
と
な
る
市
町
村
に
所
有
状
況
を
申
告
す
る
こ
と
が

義
務
付
け
ら
れ
て
い
る
た
め
、
正
当
な
理
由
が
な
く
申
告
を

し
な
か
っ
た
場
合
に
は
、
地
方
税
法
第
３
８
６
条
お
よ
び
白

馬
村
税
条
例
第
75
条
の
規
定
に
よ
り
、
過
料
を
科
さ
れ
る
こ

と
が
あ
り
ま
す
の
で
、
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

　
申
告
用
紙
は
、12
月
中
旬
ご
ろ
ま
で
に
発
送
す
る
予
定
で
す
。

　
会
計
事
務
所
に
経
理
を
依
頼
し
て
い
る
方
は
、
会
計
事
務

所
に
申
告
用
紙
を
郵
送
し
ま
す
の
で
、
ご
確
認
を
お
願
い
し

ま
す
。　

ま
た
、
申
告
書
に
は
、
平
成
29
年
１
月
１
日
現
在
に
お
け

る
償
却
資
産
に
つ
い
て
、
種
類
や
取
得
価
格
、
取
得
年
月
等

に
つ
い
て
正
確
に
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。

　
新
た
に
事
業
を
始
め
た
方
や
、
申
告
用
紙
が
届
か
な
い
方

は
、
税
務
課
固
定
資
産
税
係
ま
で
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

　
平
成
29
・
30
年
度
入
札
参
加
資
格
申
請
申
請
書
の
受
付
を

平
成
29
年
１
月
か
ら
３
月
ま
で
行
い
ま
す
。
詳
し
く
は
白
馬

村
行
政
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

１
．
対
象
業
務

（
１
）
建
設
工
事

　
　
　
建
設
業
法（
昭
和
24
年
法
律
第
１
０
０
号
）の
定
め
る
28
業
種

（
２
）
建
設
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
等
の
業
務

　
　測量
、建
築
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
、建
設
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
、

地
質
調
査
、
補
償
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
の
５
種
類
の
業
務

（
３
）
物
品
購
入
、
業
務
委
託
（
建
設
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
等

の
業
務
に
属
す
る
も
の
を
除
く
）
及
び
そ
の
他
業
務

２
．
受
付
期
間

　
　
平
成
29
年
１
月
10
日（
火
）か
ら

　
　
平
成
29
年
３
月
31
日（
金
）ま
で

　
　
午
前
８
時
30
分
か
ら
午
後
５
時

　
　
郵
送
ま
た
は
持
参（
土
曜
日
、
日
曜
日
、
祝
日
は
除
く
）

３
．
受
付

　
　
長
野
県
北
安
曇
郡
白
馬
村
大
字
北
城
７
０
２
５
番
地

　
　
白
馬
村
役
場 

建
設
課
窓
口

４
．
そ
の
他

 

１
）
申
請
書
類
及
び
添
付
書
類
は
ホ
チ
キ
ス
止
め
又
は
２
穴

紐
綴
じ
に
よ
り
ま
と
め
て
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。
フ
ァイ

ル
等
へ
綴
り
込
み
は
し
な
い
で
く
だ
さ
い
。

 

２
）
郵
送
申
請
さ
れ
る
方
で
受
付
確
認
証
を
希
望
さ
れ
る
方

は
、返
信
用
封
筒
又
は
ハ
ガ
キ
等
を
同
封
し
て
く
だ
さ
い
。

（
い
ず
れ
も
切
手
貼
付
・
返
信
先
を
明
記
し
て
く
だ
さ
い
。）

 

３
）
登
記
簿
謄
本
、
証
明
書
等
は
３
ケ
月
以
内
に
発
行
さ

れ
た
も
の
を
添
付
し
て
く
だ
さ
い
。

お問合せ　白馬村役場税務課　電話：85-0712

－償却資産の申告について－

平成29・30年度入札参加資格申請書の受付について

－村税の納期限について－
　１２月及び１月納期限の村税は下記のとおりです。口座振替にされている方は１２月２６日、１月２５日にそれぞれ引
き落としとなりますので、前日までに残高の確認をお願いします。
　なお、口座振替又はクレジットカードによる納税をご希望される方は税務課までお問い合わせください。
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２６

第 3期
第 7期

固定資産税
国民健康保険税

平成 28年度 12 月

1
25

第 4期
第 8期

村県民税
国民健康保険税

平成 29年度 1月

お
問
合
せ
　白
馬
村
役
場
税
務
課
固
定
資
産
税
係
　

　
　
　
　
　電
話
：
８
５
―
０
７
１
２

お
問
合
せ
　白
馬
村
役
場
建
設
課
　電
話
：
８
５
―
０
７
２
４

e‐
m
ail

：kensetsu@
vill.hakuba.lg.jp

特定健診 
健康福祉課

Vol.66白 馬 村 の 健 康

平成27年度　特定健診　結果報告

特定健診受診率　　　50．2％↑ 目標値60％
特定健診保健指導率　66．7％↓ 目標値75％

平成27年度　特定健診の速報値が出ました。

　皆様、健診を受診していただきましてありがとうございました！ついに50%の大台を超えることができま
した。目標の健診受診率60％（※）まであと10％。人数に換算すると約200人。各地区10人ほど増えれ
ば達成です。
　（※）健診受診率が60%を超えると、医療費が下がると言われています。また、国から国保への財政支援（保
険者努力支援制度）が決まる評価指標の一つになっています。

●目標受診率を既に達成している地区は三日市場です。他にも沢渡、
嶺方・南方地区の女性が目標受診率を達成しています。

今年もまだまだ人間ドックの補助申請、大北医療機関代行依頼制度、職員健診結果の提出をお待ちしております!!

※ご提出いただくと特定健診の受診率に加算されます。何卒ご協力よろしくお願いいたします！

66.7% 57.1% 56.1% 55.1% 52.4% 51.1% 50.0% 48.9% 47.7% 46.7% 45.3% 45.3% 44.6% 44.5% 44.1% 44.0% 41.3% 41.2% 39.5% 38.8% 38.5% 37.2% 36.4% 34.2% 29.9% 28.6% 27.6% 14.3%
内
山

通・立
の
間・青
鬼・野
平

堀
之
内

佐
野

森
上

山
麓

白
馬
町

蕨
平

飯
田

八
方
口

落
倉

め
い
て
つ

新
田

総
計

深
空

和
田
野

大
出

八
方

塩
島

飯
森

エ
コ
ー
ラ
ン
ド

嶺
方・南
方

瑞
穂

切
久
保

沢
渡

み
そ
ら
野

ど
ん
ぐ
り

三
日
市
場

■男性　■女性　■全体

大北医療機関に定期受診中の方

①代行依頼書を送付いたしますので
健康福祉課までご連絡ください。
②必要事項をご記入の上、主治医の
先生にお渡しください。
※ご本人の費用負担はありません。

人間ドックを受診した方 職場健診を受診した方

受診費用の補助制度がありますの
で、お手数ですが住民課国保担当
までお越しください。
＜持ち物＞
①人間ドック　検査結果のコピー
②印鑑　③振込先の分かるもの

お手数ですが検査結果の提
出を健康福祉課か住民課国
保担当にお願いします。

← ← ←

40～74歳国民保険加入の方で、村の特定健診を受診されていない方へ

村の特定健診受診者数　1006人 /対象者2280人中

平成28年度　現在の受診率　44.1%
（医療機関代行制度、人間ドック、職場健診受診者含まず）

（※数字は全体値、グラフの対象は40～74歳国民健康保険加入の方）
平成28年度特定健診地区別暫定値（平成28年11月24日現在）

お問合せ　白馬村役場健康福祉課健康づくり係　電話：85-0713
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お問合せ　白馬村役場住民課環境衛生係　電話：85-0715

【
宴
会
た
べ
き
り
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
・
12
〜
１
月
】

　こ
れ
か
ら
年
末
・
年
始
の
シ
ー
ズ
ン
を
迎
え
、

宴
会
等
の
機
会
が
多
く
な
り
ま
す
。
宴
会
で
は
た
く

さ
ん
の
お
料
理
が
残
っ
て
し
ま
い
が
ち
で
す
。
そ
れ

で
は
「
も
っ
た
い
な
い
」
し
、
生
ご
み
が
多
く
な
っ

て
し
ま
い
ま
す
。
食
べ
残
し
を
減
ら
す
た
め
に
「
最

初
の
30
分
間
と
最
後
の
10
分
間
」
は
自
分
の
席
に
つ

い
て
お
料
理
を
楽
し
み
、「
食
べ
き
り
」
で
気
持
ち

の
い
い
宴
会
に
し
ま
せ
ん
か
？

＊
乾
杯
後
の
30
分
間
は
自
分
の
席
で
お
料
理

を
い
た
だ
き
ま
し
ょ
う
。

＊
お
開
き
前
の
10
分
間
も
自
分
の
席
で
お
料

理
を
い
た
だ
き
ま
し
ょ
う
。

＊
幹
事
さ
ん
は
出
席
者
の
皆
さ
ん
に
呼
び
か

け
を
お
願
い
し
ま
す
。
声
を
掛
け
て
い
た

だ
く
こ
と
で
、
み
ん
な
で
取
り
組
む
気
持

ち
が
生
ま
れ
ま
す
。

　飲
食
店
等
の
「
生
ご
み
」
の
半
分
以
上
が
食
べ

残
し
と
言
わ
れ
、
食
べ
残
し
を
し
な
い
こ
と
は
、「
食

へ
の
感
謝
」
と
と
も
に
、
ご
み
の
減
量
に
向
け
た
行

動
の
一
つ
で
す
。
１
人
ひ
と
り
が
こ
の
こ
と
に
心
掛

け
て
、
食
品
ロ
ス
を
含
む
生
ご
み
の
減
量
化
に
御

協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

シ
リ
ー
ズ 「
ご
み
減
量
化
に
向
け
て
」

No.18
〜
燃
え
る
ご
み
は
平
成
29
年
度
ま
で
に
８
％
減
量
し
な
く
て
は
な
り
ま
せ
ん
〜

残
さ
ず
食
べ
よ
う
！
３
０・１
０
運
動

さ
ん
ま
る
　    

い
ち
ま
る 

シ
リ
ー
ズ

「
障
害
者
差
別
解
消
法
っ
て
な
に
？
」
№2

②
合
理
的
配
慮
の
不
提
供

障
が
い
の
あ
る
人
か

ら
何
ら
か
の
配
慮
を

求
め
る
意
思
表
示
が

あ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら

ず
、
負
担
に
な
り
過

ぎ
な
い
範
囲
で
、「
社

会
的
障
壁
」を
取
り

除
く
配
慮
を
し
な
い

こ
と

◆
法
の
範
囲
と
差
別
解
消
へ
の
対
応

（「
不
当
な
差
別
的
取
扱
い
」と「
合
理
的
配

慮
の
不
提
供
」が
禁
止
さ
れ
ま
す
。）

　  

※
民
間
事
業
者
に
は
、
個
人
事
業
者
、Ｎ
Ｐ
Ｏ
等
の
非
営
利 

　
事
業
者
も
含
ま
れ
ま
す
。

「
次
号（
1
月
号
）で
は
、
障
害
者
差
別
解
消
法
の
中

で
述
べ
ら
れ
て
い
る『
不
当
な
差
別
的
取
扱
い
』

『
合
理
的
配
慮
』に
つ
い
て
基
本
的
な
考
え
方
か
ら
具

体
的
な
事
例（
配
慮
）に
つ
い
て
お
伝
え
し
ま
す
。」

◯虐待に関する相談
　白馬村障がい者虐待防止センター
　（　平　　日　）7:00～20:00　電話：0261-85-0713　  FAX：0261-72-7001　E-mail：dhelp@vill.hakuba.lg.jp
　（夜間及び休日）20:00～7:00　電話：080-9567-6535　FAX：0261-72-7001　E-mail：dhelp@vill.hakuba.lg.jp
◯障がいを理由とする差別に関する相談
　白馬村役場健康福祉課健康福祉係
　（　平　　日　）7:00～20:00　電話：0261-85-0713　  FAX：0261-72-7001　 E-mail:hukushi@vill.hakuba.lg.jp
　（夜間及び休日）20:00～7:00　電話：080-9567-6535　FAX：0261-72-7001　 E-mail：hukushi@vill.hakuba.lg.jp

困った時はご相談ください

□
障
害
者
差
別
解
消
法
が
平
成
28
年（
本
年
）

４
月
１
日
に
施
行
さ
れ
ま
し
た
。

　
こ
の
法
律
は
、
障
が
い
を
理
由
と
す
る
差

別
の
解
消
を
推
進
す
る
こ
と
に
よ
り
、
す
べ
て

の
人
が
障
が
い
の
有
無
に
か
か
わ
ら
ず
、
互

い
に
人
格
と
個
性
を
尊
重
し
合
い
な
が
ら
共

生
す
る
社
会
の
実
現
を
目
指
す
も
の
で
す
。

　
　
第
2
回
で
は
、
障
害
者
差
別
解
消
法
で
定
め
ら

れ
て
い
る
対
象
者
、
具
体
的
事
項（
障
が
い
を
理

由
と
し
た
差
別
）に
つ
い
て
お
伝
え
し
ま
す
。

◆
ど
ん
な
人
が
対
象
に
な
る
の
？

　「
身
体
障
害
、
知
的
障
害
、
精
神
障
害（
発

達
障
害
を
含
む
）・
そ
の
他
の
心
身
の
機
能
の

障
害
が
あ
る
者
で
あ
っ
て
、
障
害
及
び
社
会
的

障
壁（
※
）に
よ
り
継
続
的
に
日
常
生
活
又
は

社
会
生
活
に
相
当
な
制
限
を
う
け
る
状
態
に

あ
る
も
の
」を
い
い
ま
す
。（
障
害
者
基
本
法

第
2
条
第
1
項
）

　
し
た
が
っ
て
、
難
病
患
者
な
ど
の
障
害
者
手

帳
を
持
っ
て
い
な
い
人
、
障
が
い
児
も
含
ま
れ

ま
す
。

※
社
会
的
障
壁
：
障
が
い
の
あ
る
人
に
と
っ

て
日
常
生
活
や
社
会
生
活
を
送
る
上
で

障
壁
と
な
る
事
物
・
制
度
・
慣
行
・
観

念
の
こ
と
で
す
。

①
事
物（
通
行
、
利
用
し
に
く
い
施
設
、
設

備
な
ど
）

②
制
度（
利
用
し
に
く
い
制
度
な
ど
）

③
慣
行（
障
が
い
の
あ
る
方
の
存
在
を
認
識

し
て
い
な
い
慣
習
、
文
化
な
ど
）

④
観
念（
障
が
い
の
あ
る
方
へ
の
偏
見
な
ど
）

3
セ
ン
チ
程
度
の
段

差
で
車
椅
子
は
進
め

な
く
な
り
ま
す
。

難
し
い
漢
字
ば
か
り

で
は
理
解
し
づ
ら
い

人
も
い
ま
す
。

す
べ
て
画
像
の
Ｈ
Ｐ

で
は
読
上
げ
ソ
フ
ト

が
機
能
し
ま
せ
ん
。

◆
障
が
い
を
理
由
と
し
た
差
別
と
は
？

①
不
当
な
差
別
的
取
扱
い

正
当
な
理
由
が
な
い
の

に
、
障
が
い
を
理
由

と
し
て
サ
ー
ビ
ス
な
ど

の
提
供
を
拒
否
し
た

り
、
制
限
し
た
り
、

ま
た
障
が
い
の
な
い
人

に
は
つ
け
な
い
よ
う
な

条
件
を
つ
け
た
り
す
る

こ
と

お問合せ　白馬村役場健康福祉課健康福祉係　電話：85-0713　FAX：72-7001　E-mail：hukushi@vill.hakuba.lg.jp

不
当
な
差
別
的
取

扱
い

障
が
い
者
へ
の
合

理
的
配
慮

国
の
行
政
機
関
・

地
方
公
共
団
体
等

不
当
な
差
別
的
取

扱
い
が
禁
止
さ
れ

ま
す
。

障
が
い
者
に
対

し
、
合
理
的
配
慮

を
行
わ
な
け
れ
ば

な
り
ま
せ
ん
。

民
間
事
業
者
（
※
）

不
当
な
差
別
的
取

扱
い
が
禁
止
さ
れ

ま
す
。

障
が
い
者
に
対

し
、
合
理
的
配
慮

を
行
う
よ
う
努
め

な
け
れ
ば
な
り
ま

せ
ん
。

禁 止禁 止

努 力
義 務

法 的
義 務
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お問合せ　白馬村役場住民課環境衛生係　電話：85-0715

【
宴
会
た
べ
き
り
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
・
12
〜
１
月
】

　こ
れ
か
ら
年
末
・
年
始
の
シ
ー
ズ
ン
を
迎
え
、

宴
会
等
の
機
会
が
多
く
な
り
ま
す
。
宴
会
で
は
た
く

さ
ん
の
お
料
理
が
残
っ
て
し
ま
い
が
ち
で
す
。
そ
れ

で
は
「
も
っ
た
い
な
い
」
し
、
生
ご
み
が
多
く
な
っ

て
し
ま
い
ま
す
。
食
べ
残
し
を
減
ら
す
た
め
に
「
最

初
の
30
分
間
と
最
後
の
10
分
間
」
は
自
分
の
席
に
つ

い
て
お
料
理
を
楽
し
み
、「
食
べ
き
り
」
で
気
持
ち

の
い
い
宴
会
に
し
ま
せ
ん
か
？

＊
乾
杯
後
の
30
分
間
は
自
分
の
席
で
お
料
理

を
い
た
だ
き
ま
し
ょ
う
。

＊
お
開
き
前
の
10
分
間
も
自
分
の
席
で
お
料

理
を
い
た
だ
き
ま
し
ょ
う
。

＊
幹
事
さ
ん
は
出
席
者
の
皆
さ
ん
に
呼
び
か

け
を
お
願
い
し
ま
す
。
声
を
掛
け
て
い
た

だ
く
こ
と
で
、
み
ん
な
で
取
り
組
む
気
持

ち
が
生
ま
れ
ま
す
。

　飲
食
店
等
の
「
生
ご
み
」
の
半
分
以
上
が
食
べ

残
し
と
言
わ
れ
、
食
べ
残
し
を
し
な
い
こ
と
は
、「
食

へ
の
感
謝
」
と
と
も
に
、
ご
み
の
減
量
に
向
け
た
行

動
の
一
つ
で
す
。
１
人
ひ
と
り
が
こ
の
こ
と
に
心
掛

け
て
、
食
品
ロ
ス
を
含
む
生
ご
み
の
減
量
化
に
御

協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

シ
リ
ー
ズ 「
ご
み
減
量
化
に
向
け
て
」

No.18
〜
燃
え
る
ご
み
は
平
成
29
年
度
ま
で
に
８
％
減
量
し
な
く
て
は
な
り
ま
せ
ん
〜

残
さ
ず
食
べ
よ
う
！
３
０・１
０
運
動

さ
ん
ま
る
　    

い
ち
ま
る 

大会日程 大会名
1月15日（日）～21日（土） 第39回長野県スキー大会週間
1月25日（水）・26日（木） 第95回全日本スキー選手権大会ノルディック複合

2月6日（月）・7日（火） 第35回長野県フリースタイルスキー選手権大会
2月14日（火）～17日（金） 第72回国民体育大会冬季大会スキー競技会（※下記参照）

3月6日（月）～8日（水） ＩＰＣワールドカップ（障害者スキーW杯）
3月18日（土）～21日（火） ジャパンパラアルペンスキー競技大会

２０１７シーズン　主な大会予定表
今シーズンも各種スキー大会が開催されます。皆さまのご声援宜しくお願いします。

◯第72回国民体育大会冬季大会
＜スキー競技会＞

競技等 会場地 競技会場等
２月

１４日 １５日 １６日 １７日
火 水 木 金

開始式

白馬村

ウイング２１ ◎ 　 　 　
表彰式 ウイング２１ 　 　 　 ◎

ジャイアントスラローム 白馬八方尾根スキー場 　 ◯ ◯ ◯
スペシャルジャンプ 白馬ジャンプ競技場 　 ◯ 　 　

コンバインド
白馬ジャンプ競技場

白馬クロスカントリー競技場
（スノーハープ）

　 ◯

クロスカントリー
白馬クロスカントリー競技場

（スノーハープ）
◯ ◯ ◯

＜◎：開始式、表彰式　　◯：競技日＞ 

消
防
団
員
を
応
援
し
て
地
域
の
防
災
力
向
上
に
貢
献
！

信
州
消
防
団
員
応
援
シ
ョ
ッ
プ

登
録
店
舗
大
募
集
！

お問合せ　長野県危機管理部消防課　電話：026-235-7182　FAX：026-233-4332　電子メール：shobo@pref.nagano.lg.jp

　
地
域
の
安
全
を
守
る
た

め
に
日
夜
活
動
し
て
い
る

消
防
団
の
活
性
化
を
促
進

す
る
た
め
、
長
野
県
で
は
、

県
内
消
防
団
員
に
割
引
等

の
特
典
サ
ー
ビ
ス
を
ご
提
供
い
た
だ
け

る
お
店
な
ど
を
大
募
集
し
ま
す
。

　
こ
の
取
組
は
、
消
防
団
員
の
加
入
を

促
進
し
、
地
域
の
防
災
力
強
化
に
つ
な

げ
る
も
の
で
す
。

　
ぜ
ひ
「
信
州
消
防
団
員
応
援
シ
ョ
ッ

プ
」
へ
の
登
録
を
お
願
い
し
ま
す
！

①
新
た
な
顧
客
拡
大

　
県
下
約
３
万
５
千
人
の
消
防
団
員
と
そ
の
家

族
が
利
用
す
る
こ
と
で
、
新
た
な
顧
客
拡
大
に

つ
な
が
り
ま
す
。

②
社
会
貢
献
に
取
り
組
む
店
舗
と
し

て
の
イ
メ
ー
ジ
ア
ッ
プ

　
お
店
や
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
等
で
Ｐ
Ｒ
す
る
こ
と
で
、

地
域
の
防
災
力
向
上
に
協
力
す
る
企
業
と
し
て

の
イ
メ
ー
ジ
ア
ッ
プ
に
つ
な
が
り
ま
す
。

③
店
舗
Ｐ
Ｒ
の
チ
ャ
ン
ス

　
登
録
店
舗
は
、
県
公
式
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
掲

載
さ
れ
る
ほ
か
、
パ
ソ
コ
ン
や
ス
マ
ホ
で
も
簡

単
に
検
索
で
き
る
サ
イ
ト
に
も
登
録
。

　
店
舗
の
Ｐ
Ｒ
ツ
ー
ル
と
し
て
も
活
用
い
た
だ

け
ま
す
。

応
援
シ
ョ
ッ
プ
登
録　

３
つ
の
メ
リ
ッ
ト

詳
し
く
は
長
野
県
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
チ
ェ
ッ
ク

http://w
w
w
.pref.nagano.lg.jp/

 

お問合せ　白馬村教育委員会事務局スポーツ課　電話：85-0738
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白
馬
中
学
校
の
第
1
回
学
校
運
営
委
員
会
が
10
月
26
日（
水
）に
開
催
さ
れ
ま
し
た
。
こ
の
会

議
は
信
州
型
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー
ス
ク
ー
ル「
発
足
の
会
」で
あ
り
、
今
後
、
学
校
運
営
へ
の
参
画
や

支
援
、
評
価
等
で
新
た
な
学
校
と
地
域
の
関
係
を
構
築
し
ま
す
。

信
州
型
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー
ス
ク
ー
ル
の
役
割
と
は

（
１
）		

地
域
と
の
協
働
に
よ
る
学
校
運
営
委
員
会
が
あ
る
こ
と
で
、
確
立
し
て
き
た
学
校
教
育
目

標
や
教
育
環
境
を
継
続
的
に
引
き
継
ぎ
、
学
校
の
方
針
を
共
有
し
、
持
続
可
能
な
地
域
に

開
か
れ
た
学
校
づ
く
り
を
進
め
る
。

（
２
）		

地
域
の
意
見
を
学
校
運
営
に
反
映
す
る
こ
と
に
よ
り
、
地
域
の
目
線
に
立
っ
て
、
生
徒
に
と
っ

て
よ
り
よ
い
教
育
環
境
を
実
現
す
る
。

（
３
）		

地
域
の
教
育
力
を
組
織
化
す
る
こ
と
に
よ
り
、
生
徒
が
多
様
な
人
と
の
関
わ
り
が
持
て
、

豊
か
な
体
験
学
習
や
学
習
支
援
を
受

け
る
こ
と
が
継
続
的
に
で
き
る
。

☆
具
体
的
に
は

○		

年
３
回
の
学
校
運
営
委
員
会
を
開
催
し
、

地
域
の
声
を
聞
い
た
学
校
運
営
を
行
い

ま
す
。

○		

数
学
、
英
語
、「
斜
面
」書
き
写
し
、
読

み
聞
か
せ
、
白
馬
カ
ル
チ
ャ
ー
ス
ク
ー

ル
等
、
学
校
支
援
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
に
よ

る
生
徒
支
援
の
充
実
に
努
め
ま
す
。

○		

学
校
だ
よ
り
、
Ｈ
Ｐ
等
を
通
し
て
情
報

を
発
信
し
、
開
か
れ
た
学
校
づ
く
り
に

努
め
ま
す
。　
等
が
方
向
性
と
し
て
出
さ

れ
ま
し
た
。

　
今
後
、
学
校
の
ニ
ー
ズ
に
合
わ
せ
、
地
域

の
皆
様
の
ご
意
見
を
聞
き
な
が
ら
地
域
に

根
ざ
し
た
学
校
づ
く
り
に
努
め
ま
す
。

お
問
合
せ
　
白
馬
村
教
育
委
員
会
事
務
局
　
電
話
：
８
５
―
０
７
３
８
　

白
馬
中
学
校
　
電
話
：
７
２
―
２
０
２
６
　

　
長
野
県
に
お
け
る「
長
野
県
景
観
規
則
」が
改
正
と
な
り
、
平
成
28
年
9
月
29
日
付
で
公
布
さ

れ
ま
し
た
。
長
野
県
景
観
計
画
の
区
域
に
お
い
て
一
定
面
積
を
超
え
る「
太
陽
光
発
電
施
設
」を
建

設
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
景
観
法
に
基
づ
き
、
県
へ
の
事
前
届
出
が
必
要
と
な
り
ま
す
。
白

馬
村
は
景
観
計
画
の
区
域（
景
観
育
成
重
点
地
域
）に
指
定
さ
れ
て
い
ま
す
の
で
、
事
前
届
出
が

必
要
と
な
り
ま
す
。

◯
事
前
届
出
が
必
要
と
な
る
太
陽
光
発
電
施
設
の
規
模

　
・
届
出
規
模
　
太
陽
電
池
モ
ジ
ュ
ー
ル
の
築
造
面
積
の
合
計
が
20
㎡
を
超
え
る
も
の

　
　
　
　
　
　
　（
景
観
育
成
重
点
地
域
の
場
合
）

◯
届
出
時
期

　
・
着
手
予
定
日
の
30
日
前
ま
で
に
、
白
馬
村
役
場
総
務
課
に
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

　
　
※
村
で
届
出
の
受
付
し
た
後
に
、
北
安
曇
地
方
事
務
所
に
提
出
し
て
い
た
だ
き
ま
す
。

◯
改
正
の
施
行
日

　
・
平
成
28
年
12
月
１
日（
平
成
29
年
１
月
１
日
以
後
に
着
手
す
る
も
の
が
届
出
の
対
象
で
す
。）

◯
そ
の
他

　
・	

建
築
物
の
屋
根
、
屋
上
等
に
後
か
ら
設
置
す
る
も
の

は
従
来
ど
お
り
、
建
築
物
の
外
観
変
更
と
し
て
次
に

よ
り
事
前
届
出
が
必
要
で
す
。

　
　	〈
届
出
規
模
　
太
陽
電
池
モ
ジ
ュ
ー
ル
の
設
置
面
積
が

25
㎡
を
超
え
る
も
の
〉

　
・	

届
出
に
基
づ
き
県
に
お
い
て
周
辺
の
景
観
と
の
調
和
へ

の
配
慮
に
つ
い
て
、
長
野
県
景
観
計
画
で
定
め
る「
景

観
育
成
基
準
」に
よ
り
審
査
し
ま
す
。

※
詳
し
く
は
県
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

　
お
問
合
せ
　
長
野
県
建
設
部
都
市
・
ま
ち
づ
く
り
課
景
観
係

電
話
：
０
２
６
―
２
３
５
―
７
３
４
８
　

白
馬
村
役
場
総
務
課
企
画
係
　
電
話
：
７
２
―
７
０
０
２
　

信
州
型
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー
ス
ク
ー
ル
を
活
用
し
た
学
校
づ
く
り

長
野
県
内
に
お
け
る
「
太
陽
光
発
電
施
設
」
の
建
設
に
つ
い
て

学習支援ボランティアによる数学の指導の様子
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フォトニュース

１
１
９
番
の
日

　
11
月
9
日
、
ア
ッ
プ
ル
ラ
ン
ド
白
馬

店
と
ザ
・
ビ
ッ
グ
白
馬
店
に
て
北
ア
ル

プ
ス
広
域
北
部
消
防
署
に
よ
る
１
１
９

番
の
日
広
報
活
動
が
行
わ
れ
ま
し
た
。

北
部
消
防
署
の
職
員
が
来
店
し
た
方
に

イ
ラ
ス
ト
入
り
の
ポ
ケ
ッ
ト
テ
ィ
ッ
シ
ュ

を
配
布
し
、
１
１
９
番
通
報
の
啓
蒙
及

び
住
宅
用
火
災
警
報
器
の
設
置
の
呼
び

か
け
を
し
ま
し
た
。

白
馬
幼
稚
園
の
園
児

の
感
謝
訪
問

　
11
月
28
日
、
白
馬
幼
稚
園
の
園
児
が

勤
労
感
謝
の
日
に
ち
な
み
下
川
村
長
へ

感
謝
訪
問
を
し
ま
し
た
。
下
川
村
長
に

園
児
の
手
作
り
の
カ
レ
ン
ダ
ー
が
手
渡

さ
れ
、
幼
稚
園
か
ら
の
感
謝
の
気
持
ち

が
伝
え
ら
れ
ま
し
た
。
そ
し
て
、
下
川

村
長
か
ら
は
園
児
に
励
ま
し
の
言
葉
が

贈
ら
れ
、
園
児
の
感
謝
の
心
が
よ
り
一

層
育
ま
れ
た
一
日
と
な
り
ま
し
た
。

　
長
野
県
で
は
、
地
域
の
元
気
を
県
全
体
の
元
気
に
つ
な
げ
る
た
め「
地
域
発	

元
気
づ
く
り
支

援
金
」に
よ
り
、
地
域
づ
く
り
を
実
践
さ
れ
る
皆
様
を
支
援
し
て
い
ま
す
。

大
勢
の
皆
様
の
御
応
募
を
お
待
ち
し
て
お
り
ま
す
。

１
．
対
象
団
体

　
公
共
的
団
体
等（
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
、
地
域
づ
く
り
を
行
う
グ
ル
ー
プ
や
協
議
会
な
ど
）

２
．
募
集
期
間

　
平
成
29
年
１
月
5
日（
木
）か
ら
平
成
29
年
２
月
１
日（
水
）ま
で

３
．
応
募
方
法

　
白
馬
村
役
場
総
務
課
に
応
募
書
類
を
２
部
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

応
募
書
類
・
今
後
の
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
等
、
詳
し
く
は
県
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

お
問
合
せ
　
北
安
曇
地
方
事
務
所
地
域
政
策
課
企
画
振
興
係
　
電
話
：
２
３
―
６
５
０
１

　
　
　
　
　
白
馬
村
役
場
総
務
課
企
画
係
　
電
話
：
７
２
―
７
０
０
２

関
係
施
設
の
年
末
年
始
休
業
日
の
ご
案
内

○
北
ア
ル
プ
ス
広
域
葬
祭
場

■
休
業
日
　

　
平
成
28
年
12
月
31
日（
土
）～
平
成
29
年
１
月
３
日（
火
）

■
休
業
日
の
予
約
受
付

　
電
話
で
の
予
約
受
付
は
、
動
物
を
除
き
平
常
ど
お
り
行

い
ま
す
。

　
動
物
の
火
葬
に
つ
い
て
は
１
月
４
日（
水
）か
ら
受
け
付

け
ま
す
。

　
電
話
　
２
１
―
４
１
３
１（
お
間
違
え
の
な
い
よ
う
に

お
気
を
つ
け
く
だ
さ
い
）

○
北
ア
ル
プ
ス
平
日
夜
間
小
児
科
・
内
科
急
病
セ
ン
タ
ー

■
休
業
日

　
平
成
28
年
12
月
29
日（
木
）～
平
成
29
年
１
月
３
日（
火
）

　
休
業
期
間
中
は
電
話
で
の
対
応
も
で
き
ま
せ
ん
。
当
番

医
等
で
受
診
を
お
願
い
し
ま
す
。

1
月
の

「
く
る
く
る
リ
サ
イ
ク
ル
」

開
催
日
に
つ
い
て

日
時
：
１
月
18
日（
水
）

13
時
30
分
か
ら
1４
時
30
分
ま
で

場
所
：
Ａ
コ
ー
プ
白
馬
店

ハ
ピ
ア
駐
車
場
南
側

平
成
２９
年
度
「
地
域
発 

元
気
づ
く
り
支
援
金
」
事
業
を
募
集
し
ま
す

北
ア
ル
プ
ス
広
域
連
合
か
ら
の
お
知
ら
せ

白
馬
あ
ー
す
隊
か
ら

お
知
ら
せ

ザ・ビッグ白馬店にて１１９番の日広報を行う消防署の職員下川村長に感謝の気持ちを伝えた白馬幼稚園の園児
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図書館だより
No.181

平成28年12月

白馬村図書館

TEL（72）-5200

図書館の
おやすみ

図書館の
開館時間

・月曜日　祝日
・毎　月　最終金曜日（館内整理休館日）
　　　　　→祝日と重なる場合、休館日が変更となります。
・その他　やむを得ず、臨時休館・臨時閉館する場合があります。

午前9時〜午後6時

月 火 水 木 金 土 日
12月19日 12月20日 12月21日 12月22日 12月23日 12月24日 12月25日
12月26日 12月27日 12月28日 12月29日 12月30日 12月31日 1月1日
1月2日 1月3日 1月4日 1月5日 1月6日 1月7日 1月8日
1月9日 1月10日 1月11日 1月12日 1月13日 1月14日 1月15日

○年末年始の休館日のお知らせ		 （色がついてる日が休館日になります。）

　ご家庭のパソコンやスマートフォンで、この他の図書・ＤＶＤソフトの新着案内、在庫状況をご覧いただけます。
【白馬村行政ホームページ→白馬村図書館→図書館カレンダー・蔵書検索・新着案内】

クリスマスに関連した絵本や物語、パーティー・クリスマス飾りのアイデアなどの図書を集めた
小さいコーナーを作りました。どうぞご利用ください。

・蔵書検索で検索した資料が貸出中だった場合、予約の申し込みができます。予約の図書が返却されましたら、お
取り置きしておきます。連絡をしますので、１週間以内にお越しください。
・インターネット予約のご利用には図書館の利用者カード番号と、メールアドレス・パスワード（半角英数字･４～
８桁以内）の登録が必要となります。蔵書検索ページの「メニュー」⇒「新規パスワード登録」よりご登録ください。
・図書館カウンターでの予約もお受けしております。

書　　名 著者名 分類
プログラムの絵本　プログラミングの基本がわかる９つの扉 アンク ００７プ
マタギ奇談 工藤　隆雄 ３８４ク
外国人リピーターを確実に増やすインバウンドコミュニケーション成功の秘訣 加藤　啓介 ６８９カ
だれも知らないアンパンマン　やなせたかし初期作品集 やなせ　たかし ７２６ヤ
デトロイト美術館の奇跡 原田　マハ Ｆハ
犯罪小説集 吉田　修一 Ｆヨ
きまぐれ星からの伝言 星　新一 ９１８ホ
四人の交差点 トンミ・キンヌネン ９９３キ

書　　名 著者名 分類
ただしいもちかたの絵本 ＷＩＬＬこども知育研究所〔編・著〕 ５９０タ
あやしの保健室　１ あなたの心、くださいまし 染谷　果子 ９１３ソ１

おさるのジョージ ルパン三世 カリオストロの城
劇場版　名探偵ホームズ（宮崎 駿監督） バス天国

ひつじのショーン　シリーズ２　ｖｏｌ.１ ひつじのショーン　シリーズ２　ｖｏｌ.２

またおこられてん

おばあちゃんのおせち

ふって！ふって！バニー

おばあちゃんのななくさがゆ

けんちゃんは毎日かあちゃんにおこら
れてばかり。あるよる、おとうさんから
思い出ばなしをききました。

年の暮れ。きりちゃんは、おばあちゃん
のおせちづくりをお手伝いします。食
文化を伝える絵本。

本をみながら、バニーのスキーを助けて
あげよう！ゆきをふらせたり、すべらせ
たりして、いっしょにたのしんでください。

あすは１月７日。きりちゃんは、おばあ
ちゃんと七草をさがしに行くことに。
うまく見つかるかな？

石川　えりこ〔絵〕
分類　Ｅイ

野村　たかあき〔作・絵〕
分類　Ｅノ

クラウディア・ルエダ〔作〕
分類　Ｅル

野村　たかあき〔作・絵〕
分類　Ｅノ

―新着案内―

―特設コーナー案内―

―インターネット予約のご案内―

【一般】

【児童・絵本】

【ＤＶＤ】

ＤＶＤソフトは、一人３点まで３週間館外貸出できます（図書とあわせて一人10点まで）。お借りになりたい作品と、
図書館の利用者カードをカウンターまでお持ちください。
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1 2月〜 1月保健ガイド

行事日程■子育て支援ルーム

1歳児の広場 毎週火曜日
0歳児の広場 毎週水曜日

2・3歳児の広場 毎週木曜日

毎週月曜日
9 :30〜12:00
13:30〜16:00

毎週火・水・木曜日 13:30〜16:00

自由利用

月　　日 行事名 対象 開始時間

1月10日（火） もの作り １歳児 11：20〜
1月12日（木） もの作り ２．３歳児 11：20〜

1月16日（月）
月曜育児相談 10：30〜
おはなし会 11：00〜

1月25日（水） マタニティー教室①
※ふれあいセンターにて行います 妊婦・夫 10：00〜

なかよし広場 時間：9:30〜12:00 

■休・祝日緊急当番医表

月日 曜日
北部地区

（白馬・小谷）
大町市内

南部地区
（池田・松川）

歯　　　科 白馬村内薬局当番店

12月23日 金 公済堂（北沢）医院 伊東医院 はーぶの里診療所 平林歯科医院 大町市 ―
12月25日 日 栗田医院 柿下クリニック 平林メンタルクリニック いとう歯科医院 松川村 太田薬局

12月29日 木 公済堂（北沢）医院 横澤歯科医院 大町市
白馬アップル薬局

太田薬局
フジノヤ薬局

12月30日 金 しんたにクリニック 松林医院 近藤医院 にこにこデンタルクリニック 大町市 太田薬局
フジノヤ薬局

12月31日 土 白馬診療所 菊地クリニック あづみ病院 あづみ病院 池田町 太田薬局
フジノヤ薬局

1月 1日 日 神城醫院 小野医院 西森整形外科 師岡歯科 池田町 フジノヤ薬局
1月 2日 月 横沢医院 平林医院 太田医院 きらり歯科医院 松川村 フジノヤ薬局
1月 3日 火 小谷村診療所 横澤内科医院 若林医院 橘歯科医院 白馬村 太田薬局
1月 8日 日 小谷村診療所 遠藤内科医院 松本クリニック 丸山歯科クリニック 松川村 ―
1月 9日 月 白馬診療所 松林医院 吉村医院 宮下歯科医院 大町市 フジノヤ薬局
1月15日 日 しんたにクリニック 菊地クリニック あづみ病院 岡江歯科医院 松川村 フジノヤ薬局
1月22日 日 神城醫院 小野医院 はーぶの里診療所 砂田歯科医院 大町市 フジノヤ薬局
1月29日 日 横沢医院 平林医院 あづみ病院 竹内歯科医院 池田町 白馬アップル薬局

■弁護士無料法律相談（予約制）

■乳幼児健診等� 会場：ふれあいセンター1階

■予防接種� 会場：ふれあいセンター1階

■心配ごと相談

開 設 日 時　間 場　所 相 談 員 お問合せ先

2月 8日（水） 13：00〜15：00 ふれあいセンター２階福祉相談室 金枝 真佐尋 弁護士 白馬村社会福祉協議会　72-7230

開 設 日 事業名 受付時間 対象になるお子様

12月26日（月） 2ヵ月育児相談 9：30〜9：45 H28年10月生

1月11日（水） 2歳歯科健診 13：00〜13：15 H26年7月16日〜10月生

1月12日（木） 乳児健診 9：15〜9：30 H28年2月生・H28年8月生

1月19日（木） 3歳健診 13：00〜13：15 H25年12月〜H26年1月10日生

1月26日（木） 2ヵ月育児相談 9：30〜9：45 H28年11月生

開 設 日 事業名 受付時間 対象になるお子様

12月21日（水） 各種予防接種 13：00〜13：30 個別にご案内しています。

1月 6日（金） 各種予防接種 13：00〜13：30 個別にご案内しています。

1月20日（金） 各種予防接種 13：00〜13：30 個別にご案内しています。

開 設 日 時　間 場　所 相 談 員 お問合せ先

1月11日（水） 13：00〜15：00 ふれあいセンター２階福祉相談室
司法書士

人権擁護委員
民生児童委員

白馬村社会福祉協議会　72-7230

※予約が必要です。相談時間は30分ですので、相談内容を整理してお越しください。

※　12／19（月）〜22（木）・・・午前中のみ自由利用で開室します。
※　12／26（月）〜１／５（木）・・・なかよし広場・自由利用はありません。
※　新年の始まりは１／10（火）のなかよし広場（いちごグループ・もの作り）からの予定です。

※予約は必要ありませんので、お気軽にお越しください。
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広報
は
く
ば

発
行
・
白
馬
村
役
場	

〒
399‒

9393　

長
野
県
北
安
曇
郡
白
馬
村
大
字
北
城
７
０
２
５　
　

編
集
・
広
報
編
集
委
員
会

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
ア
ド
レ
ス	

http://w
w
w
.vill.hakuba.lg.jp/	

Ｔ
Ｅ
Ｌ　

０
２
６
１‒
７
２‒
５
０
０
０

姉妹都市コーナー

静 岡 県  河  津  町 和 歌 山 県  太  地  町

人口：8,931 人　男：4,454 人　女：4,477 人　3,903 世帯
 （平成 28 年 12 月 1 日現在）

※ 上記の数字には、外国籍の住民・世帯数も含まれています。
住民基本台帳法の一部が改正されたことにより、外国籍の住民の皆さんも住民基本台帳に登録されることとなりました。（平成 24 年 7 月 9 日改正法施行）

伊豆地域で初の本格トライアスロン開催
　11月13日（日）、第1回河津フラワートライアスロンが
開かれ、全国から344人が出場し熱戦を繰り広げました。
河津町の資源と環境を活かし、地域活性化を図ること
を目的とした本大会は、河津町と渋谷区トライアスロ
ン連合の協力の下、伊豆半島で初の五輪公式距離（全長
51.5kmのコース）の大会として開催されました。
　あいにく、波の影響で水泳競技が中止となりましたが、
選手たちは爽やかな秋晴れの下、自転車40km、ランニン
グ10kmのコースを駆け抜けました。フィニッシュエリ
アでは、河津わさびで泣かせ隊の「あんバタわさこ」や、
わさび丼、猪鍋やタコ蟹の味噌汁などの地元グルメが選
手や来場者に振舞われ、人気を博しました。また選手には、
大会名称にちなみ、カーネーションや河津バガテル公園
のバラの苗が贈られ、花のまち河津をPRしました。

太地小学校持久走大会が行われました
　平成28年12月２日（金）、太地漁港において太地小学
校持久走大会が行われました。
　始めに低学年の児童たちがスタートし、その後に高学
年が走りました。子どもたちはそれぞれ自分のペースで
一生懸命に走っていました。また、漁港には、保護者や地
域の人がたくさん詰めかけ、子どもたちに声援を送って
いました。

12
2016

vol.483

編集後記
　2016年も残すところ２週間あまりとなりました。2016年を思い返すと、辛かったこと、嬉しかったこと、悲しかったこと。私にとっ
ての2016年は、本当に様々なことがありました。
　また、神城断層地震から二年が経過し、11月には震災復興村営住宅も竣工となりました。
　現在も復興に向けて歩んでいる中ですが、皆様も2016年、また神城断層地震からの二年間を思い返されている方も多いのではない
のでしょうか。
　さて、そんなこんなで12月。白馬村のウインターシーズン本格スタートです。昨年は雪不足に悩まされましたが、今年はたくさん恵み
の雪が降ることを願っております。
� （広報編集委員H）

有料広告欄

ケーブルテレビ白馬指定管理者：
株式会社エーアイシーコミュニケーションズ

受付時間：平日午前 8 時 30 分～午後 5 時 30 分
　　　　　・加入／故障等のお問い合わせは
　　　　　　　　　　　　TEL 0261-85-0074
　　　　　・取材等のお申し込みは
　　　　　　　　　　　　TEL 0261-85-0116
※地デジに関するお問い合わせは…
　デジサポナビダイヤル　0570-07-0101
　　　　　　　　　　　　までお問い合わせください。

地域包括支援センターです
お気軽に72-6667 にお電話ください

　白馬村の認知症サポーター数620人
（平成28年1月現在）

ケーブルテレビ白馬に関するお問い合わせは… 認知症の相談窓口は

村政情報はホームページまたはフェイスブック
でもご覧いただくことができます。

http://www.vill.hakuba.lg.jp/
https://www.facebook.com/hakuba.lg.jp

広報はくばおよび白馬村行政公式ホーム
ページに掲載する広告（有料）を募集し
ています

＊お問い合わせ　白馬村役場総務課

広告募集中


